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日
本
に

お

け
る

北
欧
刑
事
法

犯
罪
学
研
究

坂

田

仁

日本における北欧刑事法・犯罪学研究

は
じ
め
に

一
、
日
本
人
に
よ
る
研
究

二
、
翻
訳

三
、
紹
介

四
、
使
用
言
語

む
す
び

は
じ
め
に

　
筆
者
が
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
犯
罪
者
処
遇
シ
ス
テ
ム
に
関
心
を
抱
い

て
研
究
を
始
め
て
か
ら
二
十
年
以
上
に
な
る
。
そ
の
間
に
か
な
り
の

数
の
論
文
を
書
い
て
き
た
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
語
を
理
解
す
る
数
少
な

い
研
究
者
の
一
人
と
し
て
、
極
力
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
語
文
献
に
よ
る
研

究
を
心
が
け
て
き
た
。

　
筆
者
の
研
究
の
主
要
な
部
分
は
慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
部
の
「
法
学

研
究
」
に
発
表
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
犯
罪
防
止

委
員
会
報
告
書
概
観
」
と
い
う
表
題
で
昭
和
五
十
七
年
か
ら
平
成
十

一
年
ま
で
十
七
年
間
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
犯
罪
防
止
委
員
会
の
資
料
を

中
心
と
し
て
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
語
の
資
料
を
紹
介
し
続
け
て
き
た
。
こ

の
シ
リ
ー
ズ
を
筆
者
は
一
旦
中
止
し
、
異
な
っ
た
展
開
を
こ
れ
か
ら

求
め
て
行
こ
う
と
考
え
て
い
る
。

　
こ
の
機
会
に
、
こ
れ
ま
で
我
が
国
で
行
わ
れ
て
き
た
北
欧
の
犯
罪

学
・
刑
事
法
制
研
究
を
概
観
し
て
、
筆
者
な
り
の
イ
メ
ー
ジ
を
得
て

お
き
た
い
と
考
え
、
古
い
時
代
か
ら
の
我
が
国
の
北
欧
研
究
の
成
果

を
ま
と
め
て
み
た
。
こ
れ
が
本
稿
で
あ
る
。
ま
た
、
併
せ
て
、
我
が
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国
の
研
究
者
が
北
欧
の
制
度
を
研
究
す
る
際
に
活
用
し
て
い
る
資
料

の
言
語
に
つ
い
て
も
小
調
査
を
行
っ
た
。

　
こ
れ
ま
で
の
筆
者
の
研
究
を
可
能
に
し
た
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
大
学

犯
罪
学
研
究
所
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
犯
罪
防
止
委
員
会
、
ス
ウ
ェ
ー
デ

ン
矯
正
保
護
庁
等
の
諸
機
関
及
び
ス
ベ
リ
教
授
を
始
め
と
す
る
多
数

の
関
係
者
の
方
々
に
心
か
ら
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

一
、
日
本
人
に
よ
る
研
究

　
明
治
維
新
の
後
日
本
の
近
代
化
の
過
程
で
「
監
獄
改
良
間
題
」
は

特
殊
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
。
安
政
の
不
平
等
条
約
の
改
正
に
監
獄

改
良
問
題
が
絡
ん
で
い
た
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
当
時
の
政
府
は
、

監
獄
の
改
良
に
努
め
る
と
同
時
に
職
員
の
質
の
向
上
に
努
め
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

そ
の
表
れ
が
一
八
九
〇
年
の
「
警
察
監
獄
学
校
」
の
開
設
で
あ
っ
た
。

こ
れ
と
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
「
大
日
本
監
獄
雑
誌
」
が
発
刊
さ
れ

た
。
こ
の
第
一
号
に
佐
野
尚
の
手
に
よ
る
「
瑞
典
丁
字
形
監
獄
略

図
」
（
大
日
本
監
獄
協
会
雑
誌
一
巻
一
号
、
一
八
八
八
年
）
と
い
う

論
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
日
本
に
お
け
る
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

（
北
欧
）
の
制
度
を
最
初
に
紹
介
し
た
論
文
で
あ
る
。
佐
野
は
こ
の

他
に
も
「
瑞
典
監
獄
事
情
」
（
大
日
本
監
獄
協
会
雑
誌
四
巻
五
号
、

一
八
九
一
）
と
い
う
講
演
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
小
河
滋
次
郎
は
、

「
法
学
協
会
雑
誌
」
に
「
旧
臓
崩
御
セ
ラ
レ
タ
ル
瑞
典
王
ヲ
ス
カ
ル

ニ
世
陛
下
ノ
獄
制
二
対
ス
ル
事
蹟
ノ
一
班
二
就
テ
（
法
学
協
会
雑
誌

二
六
巻
二
号
、
一
九
〇
八
年
）
」
を
寄
稿
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
行
刑
が
当
時
の
監
獄
制
度
の
専
門
家
の
関
心
の
対
象
に

な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
後
ス
ウ
ェ
ー
デ

ン
、
北
欧
に
対
す
る
関
心
は
失
わ
れ
、
後
述
の
翻
訳
以
外
に
は
ほ
と

ん
ど
見
る
べ
き
も
の
は
な
い
。

　
第
二
次
世
界
大
戦
の
終
結
後
数
多
く
の
北
欧
刑
事
科
学
の
研
究
が

な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
戦
後
間
も
な
く
一
九
四
八
年
に
ス
ウ
ェ

ー
デ
ン
の
一
九
四
五
年
の
行
刑
改
革
を
扱
っ
た
論
文
が
発
表
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
は
雑
誌
「
刑
政
」
に
三
回
に
わ
た
っ
て
掲
載
さ
れ
た
綿

引
伸
郎
著
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
新
行
刑
法
（
一
）
（
二
）
（
三
）
」
（
刑

政
五
九
巻
五
～
七
号
、
一
九
四
八
年
）
で
あ
る
。
そ
し
て
、
一
九
五

二
年
に
四
論
文
、
一
九
五
三
年
に
二
論
文
、
一
九
五
八
年
に
二
論
文
、

一
九
六
二
年
に
二
論
文
、
一
九
六
三
年
に
一
論
文
、
一
九
六
四
年
に

｝
論
文
を
そ
れ
ぞ
れ
得
て
い
る
。
そ
し
て
、
一
九
八
O
年
代
に
は
毎

年
数
編
の
論
文
を
得
る
よ
う
に
な
り
、
更
に
一
九
九
〇
年
代
に
は
合

わ
せ
て
五
〇
編
以
上
の
論
文
を
得
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は

北
欧
へ
の
関
心
の
高
ま
り
を
示
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
取
上
げ
ら
れ
て
い
る
国
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
が
圧
倒
的
で
あ
る
（
表

1
）
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
が
何
故
我
々
の
関
心
を
強
く
引
い
て
い
る
の
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か
、
そ
の
理
由
は
わ
か
ら
な
い
が
、
筆
者
自
身
の
北
欧
研
究
の
ス
タ

ー
ト
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
児
童
福
祉
法
で
あ
っ
た
。
児
童
福
祉
委
員

会
そ
の
も
の
の
発
祥
が
ノ
ル
ウ
ェ
イ
で
あ
る
こ
と
は
、
後
に
知
っ
た

こ
と
で
あ
る
。

〔表1〕　北欧犯罪学・刑事法に関する日本の研究

Sweden Denmark Norway Finland Nordic 合計

刑事政策 16 3 1 0 8 28

犯罪学 2 0 0 0 3 5
刑事訴訟 15 3 1 0 0 19

矯正保護 15 2 1 3 1 22

刑法 6 1 0 0 0 7
少年犯罪 9 2 0 0 0 11

罰金 3 0 0 0 0 3
警察 2 0 0 0 0 2
被害者 1 0 0 0 0 1
更生保護 5 0 0 0 0 5
少年矯正 3 0 0 0 0 3
犯罪報道 1 0 0 0 0 1
薬物 1 0 0 0 0 1

合計 79 11 3 3 12 108

　
明
治
時
代
の
日
本
の
刑
罰
制
度
の
専
門
家
が
何
故
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

の
監
獄
制
度
に
興
味
を
示
し
た
の
か
、
こ
れ
も
わ
か
ら
な
い
こ
と
で

あ
る
。
小
河
滋
次
郎
が
何
故
オ
ス
カ
ル
ニ
世
の
追
悼
記
事
を
「
法
学

協
会
雑
誌
」
に
載
せ
た
の
か
も
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

に
独
居
拘
禁
を
導
入
す
る
有
力
な
要
因
と
な
っ
た
グ
ー
ラ
ブ
ッ
ク
の

著
者
が
オ
ス
カ
ル
一
世
で
あ
っ
た
こ
と
が
何
か
の
関
係
を
有
す
る
も

の
と
筆
者
は
推
測
す
る
。
そ
れ
は
、
小
河
が
ク
ロ
ー
ネ
の
完
全
な
追

従
者
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
小
河
は
独
居
拘
禁
の
日
本
に
お
け
る

熱
心
な
推
進
者
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
彼
は
今
世
紀
の
始
め
に
司
法

省
を
去
り
、
独
居
拘
禁
自
体
も
衰
退
の
方
向
に
向
っ
て
い
た
。
そ
の

た
め
か
、
そ
の
後
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
行
刑
は
日
本
に
ほ
と
ん
ど
紹
介

さ
れ
て
い
な
い
。

　
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
以
外
の
国
に
対
す
る
関
心
の
広
が
り
は
乏
し
い
。

デ
ン
マ
ー
ク
ヘ
の
関
心
は
ス
テ
ユ
ル
ッ
プ
の
ヘ
ル
ス
テ
ッ
ド
ベ
ス
タ

ー
で
の
精
神
病
質
犯
罪
者
の
処
遇
に
集
中
し
て
お
り
、
多
く
の
日
本

の
研
究
者
は
ヘ
ル
ス
テ
ッ
ド
ベ
ス
タ
ー
を
研
究
訪
問
し
て
い
る
。
加

藤
久
雄
の
著
書
は
こ
れ
に
か
な
り
の
ぺ
ー
ジ
を
割
い
て
い
る
。

　
表
1
か
ら
研
究
領
域
で
は
刑
罰
制
度
、
刑
事
政
策
、
裁
判
所
の
手

続
が
関
心
を
引
い
て
い
る
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
刑
罰
制
度
へ
の
関
心

は
大
き
い
。
刑
事
政
策
で
は
「
保
護
法
」
草
案
の
発
表
が
日
本
の
、

特
に
新
派
の
刑
法
理
論
に
立
つ
研
究
者
に
大
き
い
衝
撃
を
与
え
た
こ
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と
が
関
係
論
文
の
数
か
ら
読
み
取
れ
る
。

　
現
在
は
北
欧
の
「
参
審
制
度
」
が
関
心
を
引
い
て
い
る
。
司
法
制

度
の
改
革
と
関
連
し
て
、
弁
護
士
会
の
団
体
に
よ
る
デ
ン
マ
ー
ク
及

び
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
参
審
制
度
と
陪
審
制
度
の
現
地
調
査
研
究
が
公

刊
さ
れ
て
い
る
。
刑
法
の
領
域
で
は
一
人
の
研
究
者
が
ス
ウ
ェ
ー
デ

ン
語
文
献
に
よ
る
刑
法
理
論
に
関
す
る
論
文
を
発
表
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
各
研
究
者
ご
と
の
論
文
の
数
は
必
ず
し
も
多
く
な
い

（
表
2
及
び
付
録
2
参
照
）
。
一
人
あ
た
り
一
～
二
編
が
普
通
で
あ
る
。

特
に
数
多
く
論
文
を
発
表
し
て
い
る
の
は
、
森
下
忠
、
立
山
龍
彦
、

前
野
育
三
、
坂
田
仁
の
四
人
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
論
文
で
は
刑
事

法
、
刑
事
政
策
関
連
の
論
文
に
焦
点
を
あ
て
て
い
る
の
で
、
こ
れ
以

外
の
領
域
、
訴
訟
手
続
き
の
領
域
に
は
萩
原
金
美
、
民
事
法
の
領
域

に
は
菱
木
昭
八
朗
と
い
う
、
ル
ン
ト
及
び
ウ
プ
サ
ラ
か
ら
そ
れ
ぞ
れ

名
誉
法
学
博
士
の
学
位
を
得
て
い
る
専
門
家
が
い
る
こ
と
を
付
け
加

え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
こ
の
他
、
若
い
研
究
者
が
育
っ
て
き
て
い

る
こ
と
も
付
け
加
え
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
彼
ら
に
よ
る
将
来
の

研
究
の
発
展
に
期
待
し
て
い
る
。

　
上
記
の
四
人
の
中
で
森
下
は
昭
和
二
八
年
以
来
四
〇
年
以
上
に
わ

た
っ
て
数
多
く
の
北
欧
に
関
す
る
紹
介
論
文
を
発
表
し
て
い
る
こ
と

が
注
目
に
値
す
る
。

〔表2〕　日本人研究者リスト

氏名 論文数 年度 氏名 論文数 年度

鮎川　　潤 1 1997 長田　秀樹 4 1989－1995

藤平　英夫 2 1952 中村　秀次 1 1989

藤本　哲也 2 1979－1997 中谷　理子 2 1986－1987

古田　悠紀 1（2parts） 1981 野坂　明彦 2 1995

後藤　弘子 1 1986 小河滋次郎 1 1908

萩原　金美 6 1985－1997 大橋　　薫 1 1992

花島政三郎 1 1995 大橋　　哲 1 1998

平野　洋子 1 1986 大曲　祐子 1 1993

広瀬　貞雄 1 1962 小澤　禧一 4 1967－1981

伊藤　広史 1 1997 坂田　　仁 22 1966－1999

海渡　雄一 1 1990 佐野　　尚 2 1888－1891

加毛　　修 1 1990 佐藤　博史 1 1998

加藤　久雄 1 1983 沢田　健一 1 1993

吉川　経夫 3 1971－2000 田中　八郎 1 1969

東京三弁護士会 2 1995－1998 立山　龍彦 6 1982－1998

前野育三 10 1983－1998 土屋　正三 1 1970

牧野　英一 2 1952－1958 臼井　滋雄 2（6parts） 1967

松沢　　伸 1 1994 綿引　伸郎 1（3parts） 1948

宮原　三男 1 1952 八木　國之 5 1966－1989

宮澤　浩一 3 1962－1974 山内　香子 1 1994

森下　　忠 8 1953－1998
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二
、
翻
訳

A
　
著
書
の
翻
訳

　
筆
者
の
目
に
触
れ
た
範
囲
内
で
七
編
の
著
書
の
翻
訳
が
あ
る
（
付

録
3
参
照
）
。
こ
の
中
で
最
も
重
要
な
の
は
ビ
ェ
レ
の
『
殺
人
の
心

理
』
で
は
な
い
か
と
思
う
。
ビ
ェ
レ
は
シ
ュ
リ
ィ
タ
ー
の
親
友
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

り
。
筆
者
は
ス
ン
デ
ル
の
「
シ
ュ
リ
ィ
タ
ー
」
の
中
で
ビ
ェ
レ
の
生

涯
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
ス
ン
デ
ル
に
よ
る
と
ビ
ェ
レ
は
リ
ス

ト
の
門
下
で
あ
り
、
ま
た
フ
ロ
イ
ト
の
同
時
代
人
で
も
あ
る
。
そ
し

て
、
精
神
分
析
と
は
異
な
る
方
法
で
犯
罪
者
の
心
の
深
奥
に
迫
ろ
う

と
し
て
い
た
。
こ
の
著
書
の
訳
者
は
リ
ス
ト
の
も
と
で
学
ん
だ
牧
野

英
｝
の
弟
子
の
佐
藤
昌
彦
で
あ
る
。

　
七
編
の
翻
訳
の
中
の
五
編
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
関
す
る
も
の
で
あ

る
。
残
り
の
う
ち
の
一
つ
は
ク
リ
ス
テ
ィ
の
著
書
、
も
ひ
と
つ
は
ス

テ
ユ
ル
ッ
プ
の
著
書
で
あ
る
。
前
者
の
訳
者
は
東
海
大
学
の
立
山
龍

彦
と
覚
正
豊
和
で
あ
る
。
筆
者
は
、
ク
リ
ス
テ
ィ
の
小
論
を
ノ
ル
ウ

ェ
イ
語
か
ら
翻
訳
し
た
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
後
者
の
訳
者
は
法
務

省
に
勤
務
し
て
い
た
小
澤
禧
一
で
、
ス
テ
ユ
ル
ッ
プ
の
も
と
で
研
究

し
た
経
歴
を
持
つ
。
セ
リ
ン
の
『
文
化
葛
藤
と
犯
罪
』
を
こ
こ
に
含

め
た
の
は
彼
が
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
出
身
の
著
名
な
研
究
者
で
あ
る
と
考

え
た
か
ら
で
あ
る
。
エ
リ
ク
ソ
ン
の
訳
書
は
原
文
の
英
訳
か
ら
の
重

訳
で
あ
り
、
そ
の
た
め
原
著
の
半
分
は
失
わ
れ
て
い
る
。
チ
ン
ベ
リ

ィ
の
訳
書
は
英
文
の
著
書
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
。
訳
者
は
西
村
克
彦

で
あ
る
。
ボ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
の
著
書
の
翻
訳
は
原
語
か
ら
な
さ
れ
て

い
る
。
訳
者
は
上
述
し
た
萩
原
金
美
で
あ
る
。

B
　
論
文
の
翻
訳

　
北
欧
に
関
す
る
論
文
の
最
初
の
翻
訳
は
「
瑞
典
国
監
獄
大
博
士
ア

ル
ム
キ
ス
ト
氏
小
伝
」
て
あ
る
。
訳
者
は
武
田
英
一
で
あ
る
。
こ
の

翻
訳
は
一
八
九
一
年
に
行
わ
れ
て
お
り
、
極
め
て
興
味
深
い
。
た
だ
、

著
者
の
名
前
か
ら
フ
ラ
ン
ス
人
の
著
作
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
の
他
に
一
四
編
の
論
文
が
第
二
次
世
界
大
戦
終
了
ま
で
に
日

本
語
に
訳
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ

る
。
一
つ
は
北
欧
に
お
け
る
死
刑
の
廃
止
、
二
は
北
欧
の
刑
罰
制
度
、

三
は
一
九
二
五
年
に
ロ
ン
ド
ン
で
開
か
れ
た
第
九
回
監
獄
会
議
に
関

す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
司
法
省
の
内
部
で
行
わ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

い
る
。
第
二
の
グ
ル
ー
プ
の
訳
者
は
中
尾
文
策
で
あ
る
が
、
他
は
わ

か
ら
な
い
。
中
尾
は
日
本
に
お
け
る
矯
正
の
領
域
に
お
け
る
指
導
者

の
一
人
で
あ
り
、
矯
正
局
長
、
矯
正
協
会
会
長
の
職
を
勤
め
て
い
る
。

第
一
、
第
二
の
グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て
は
原
題
が
わ
か
っ
て
い
る
が
、

第
三
の
グ
ル
ー
プ
の
原
題
は
不
明
で
あ
る
。
一
は
英
語
か
ら
、
二
、
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三
は
フ
ラ
ン
ス
語
か
ら
の
翻
訳
で
あ
る
。
こ
の
中
に
あ
っ
て
ひ
と
つ

だ
け
昭
和
五
年
に
木
村
亀
二
の
行
っ
た
セ
リ
ン
の
論
文
の
翻
訳
は
非

常
に
貴
重
な
も
の
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
第
二
次
世
界
大
戦
終
了
後
は
付
録
3
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
多
数
の

〔表3〕翻訳された著書論文の内容

Sweden Denmark Norway Finland Nordic 合計

刑事政策 6 2 4 0 0 12

犯罪学 3 0 1 0 0 4
刑事訴訟 4 0 0 1 0 5
矯正保護 8 2 1 1 1 14

刑法 4 0 0 0 0 4
少年犯罪 1 0 0 0 0 1
更生保護 2 0 1 0 0 3
少年矯正 1 0 0 0 0 1
犯罪報道 4 0 0 0 0 4
死刑 1 1 1 0 1 5
殺人 2 0 0 0 0 2
予防 0 0 0 0 1 1
精神医学 0 1 0 0 0 1
合　計 35 6 8 2 2 53

〔表4〕　北欧の論文著書の紹介の内容

Sweden Denmark Norway Finland Nordic 合計

刑事政策 6 0 1 0 0 7
犯罪学 5 0 1 0 1 7
刑事訴訟 1 0 0 0 0 1
矯正保護 1 0 0 0 0 1
少年犯罪 1 0 0 0 0 1
警察 2 0 0 0 0 2
少年矯正 3 0 0 0 0 3
歴史 2 0 0 0 0 2
予防 1 0 0 0 0 1
精神医学 1 0 0 0 0 1

合計 18 0 2 0 1 21

翻
訳
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
、
多
数
の
北
欧
の
専
門
家
が
日
本

を
訪
問
し
て
い
る
。
ア
ジ
ア
極
東
犯
罪
防
止
研
修
所
の
資
料
に
よ
れ

ば
、
一
七
人
の
専
門
家
が
同
研
修
所
の
講
師
と
し
て
招
聰
さ
れ
て
い

る
（
付
録
4
参
照
）
。
ま
た
、
一
九
九
〇
年
代
に
は
若
干
の
ス
ウ
ェ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
デ
ン
の
専
門
家
が
来
日
し
て
主
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
犯
罪
者
の
施
設
外
処
遇
に
つ
い
て
講

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
演
し
て
い
る
。

C
国
と
領
域

　
こ
こ
で
も
国
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
が

圧
倒
的
で
あ
る
。
何
故
ス
ウ
ェ
ー
デ

ン
か
と
い
え
ば
、
恐
ら
く
そ
の
実
務

が
研
究
に
値
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い

る
か
ら
だ
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
の
日
本
大
使
館
に

は
日
本
の
法
務
省
の
矯
正
領
域
の
公

務
員
が
外
交
官
と
し
て
勤
務
し
て
い

る
。
こ
れ
は
、
日
本
に
お
け
る
ス
ウ

ェ
ー
デ
ン
に
対
す
る
大
き
い
関
心
を

示
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
関

心
は
将
来
他
の
北
欧
諸
国
に
も
広
が
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る
も
の
と
思
う
。

　
研
究
領
域
も
矯
正
・
更
生
保
護
に
関
す
る
も
の
が
圧
倒
的
で
あ
る
。

そ
の
理
由
は
北
欧
の
人
間
的
な
犯
罪
者
処
遇
へ
の
日
本
の
関
心
の
強

さ
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
北
欧
の
司
法
制
度
、
特
に
そ
の
参
審
制

度
の
歴
史
的
発
展
の
特
殊
性
が
我
々
の
関
心
を
引
い
て
い
る
も
の
と

思
う
。

　
一
九
八
O
年
代
に
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
お
け
る
犯
罪
報
道
の
問
題
が

日
本
で
議
論
さ
れ
た
こ
と
に
関
連
し
て
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
報
道
オ

ン
ブ
ヅ
マ
ン
の
カ
ー
シ
ュ
が
来
日
す
る
と
同
時
に
複
数
の
専
門
家
の

論
文
が
日
本
語
に
翻
訳
さ
れ
て
い
る
。

三
、
紹
介

　
文
献
紹
介
な
い
し
書
評
は
二
一
編
で
あ
っ
た
。
表
4
と
付
録
3
が

こ
れ
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
他
に
筆
者
の
手
に
よ
る
「
ス
ウ
ェ
ー
デ

ン
犯
罪
防
止
委
員
会
報
告
書
概
観
」
が
一
九
八
一
年
か
ら
一
九
九
七

年
ま
で
継
続
し
て
「
法
学
研
究
」
に
発
表
さ
れ
て
い
る
。

　
文
献
紹
介
は
す
べ
て
戦
後
の
も
の
で
、
戦
前
に
は
存
在
し
な
い
。

そ
の
原
因
は
分
か
ら
な
い
が
、
言
語
の
難
し
さ
の
問
題
と
地
理
的
状

況
と
が
関
係
し
て
い
る
と
思
う
。

　
二
一
の
紹
介
・
書
評
の
う
ち
一
七
編
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
関
す
る

も
の
で
あ
り
、
ア
ン
デ
ネ
ー
ス
と
ク
リ
ス
テ
ィ
の
紹
介
が
例
外
で
あ

る
。
そ
の
他
は
、
筆
者
に
よ
る
も
の
が
大
部
分
で
あ
る
。
筆
者
は
一

三
の
著
書
の
紹
介
を
主
に
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
語
で
書
か
れ
た
文
献
に
つ

い
て
行
っ
て
い
る
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
研
究
の
日
本
へ
の
紹
介
が
そ

の
主
要
な
動
機
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
若
い
研
究
者
に
よ
る
紹
介
が
行

わ
れ
れ
ば
状
況
は
変
化
す
る
も
の
と
思
う
。

四
、
　
使
用
言
語

　
北
欧
の
言
語
は
我
々
日
本
人
に
は
な
じ
み
の
薄
い
言
語
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
、
北
欧
研
究
が
ど
の
言
語
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
か
と
い
う

興
味
が
生
じ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
筆
者
は
昨
年
（
一
九
九
九
年
）

簡
単
な
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
試
み
た
。
そ
の
結
果
を
こ
こ
に
ま
と
め

て
お
き
た
い
。

A
　
調
査
方
法

　
調
査
の
方
法
は
恣
意
的
に
刑
法
学
会
、
犯
罪
社
会
学
会
及
び
被
害

者
学
会
の
名
簿
か
ら
七
〇
人
を
選
び
、
下
記
の
質
問
を
内
容
と
す
る

質
問
紙
（
一
部
編
略
）
を
郵
送
し
て
無
記
名
の
回
答
を
求
め
た
。

　
　
一
　
北
欧
の
犯
罪
学
・
刑
事
法
制
・
刑
事
政
策
に
つ
い
て
書

　
　
　
籍
・
論
文
を
書
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。
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〔表10〕Nordisk　Krlminologi　〔表5〕回答について
を知っているか　　　　　　　　＿＿　　＿　　　一、を知っているか

回答 数 ％

回答 数 ％
匿名回答

記名回答

無回答

31

180

63．3

36．7

0．0

引用した

知ってる

知らない

無回答

0
1
0
1
1
2
8

0．0

47．6

52．4 合計 49 100

〔表6〕　論文を書いたこと合計 21 100 〔表6〕　論文を書いたこと

があるか

a
　
あ
り
ま
す
。

〔表11〕　SCCPを知っているか〔表11〕　SCCPを知っているか
回答 数 ％

回答 数 ％ ある

ない

14

35

28．6

71．4引用した

知ってる

知らない

無回答

4
8
1
0
2
7

18．2

36．4

45．5
合計 49 100

〔表7〕何語の文献を資料

として使用したか合計 22 100

　　　　　　　　　七

ヘコ　』q　　　へq　刈　次

回答 数 ％

瑞典語

丁抹語

英語

独逸語

仏蘭西語

日本語

無回答

3
1
1
1
5
2
3
3

5

21．4

7．1

78．6

35．7

14．3

21．4

合計 14 100

〔表7〕何語の文献を資料

として使用したか

b
　
あ
り
ま
せ
ん
。

四
　
そ
れ
ら
の
書
籍
・
論
文
の
文
献
資
料
と
し
て
使
用
し
た
も

　
の
は
何
で
す
か
。

　
a
　
北
欧
語
（
　
　
　
　
　
語
）
の
資
料

　
b
　
そ
の
他
の
外
国
語
（
　
　
　
　
　
語
）
の
資
料

　
c
　
日
本
語
の
資
料

　
d
　
文
献
資
料
を
使
用
し
て
い
な
い
。

　
　
　
　
カ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ

　
　
　
　
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る

　
　
　
　
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し

　
　
　
　
て
　
　
　
　
　
　
　
　
て

　
　
　
　
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
っ

　
　
　
　
口
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
口

　
　
　
　
畠
矢
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
矢

　
　
　
　
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

　
　
　
　
T
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
K

　
　
　
　
I
“
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
；
ー

　
　
　
　
v
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
T

　
　
　
　
S
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
N

　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
表
　
　
　
　
　
　
　
　
表

　
七
　
次
の
文
献
資
料
を
ご
存
知
で
す
か
。

　
　
　
刈
－
一
ω
＜
①
づ
葵
』
仁
ユ
ω
簿
置
三
づ
鵬
（
ω
＜
q
↓
）

　
　
　
刈
I
N
　
Z
O
り
α
凶
ω
】
〈
↓
一
α
ω
ズ
ユ
津
｛
O
円
囚
ユ
巳
ぎ
巴
＜
一
α
①
コ
ω
犀
節
び

　
　
　
　
（
Z
↓
犠
訳
）

　
　
　
刈
－
ω
Z
o
こ
一
葵
内
ユ
日
ぎ
o
一
讐
（
Z
囚
）

　
　
　
甲
“
　
ω
ε
象
窃
O
⇒
O
こ
ヨ
①
餌
昌
血
9
一
目
O
℃
お
話
筥
ご
昌

　
　
　
　
（
ω
O
O
℃
）

B
調
査
結
果

　
ω
　
回
答
の
匿
名
性
（
表
5
参
照
）

　
七
〇
の
質
問
紙
に
対
し
て
四
九
の
回
答
（
回
答
率
七
〇
％
）
が
あ

っ
た
。
四
九
の
回
答
の
う
ち
三
一
が
無
記
名
、
一
八
が
記
名
回
答
で

あ
っ
た
。

　
⑭
　
論
文
を
書
い
た
こ
と
が
あ
る
か
（
表
6
参
照
）

回答 数 ％

引用した

知ってる

知らない

無回答

1
7
1

4
2
7

4．5

31．8

63．6

合計 22 100

回答 数 ％

引用した

知ってる

知らない

無回答

0
6
1
4
2
9

0．0

30．0

70．0

合計 20 100
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四
九
の
回
答
の
中
で
一
四
（
二
八
・
六
％
）
が
肯
定
の
回
答
を
し

て
い
る
。
こ
れ
は
調
査
対
象
者
七
〇
人
の
二
〇
％
で
あ
る
。
こ
の
数

は
予
測
よ
り
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
⑬
　
使
用
言
語
（
表
7
参
照
）

　
論
文
等
を
書
い
た
と
回
答
し
た
者
一
四
人
の
う
ち
使
用
言
語
の
分

布
は
表
7
の
通
り
で
あ
る
。
英
語
の
使
用
が
圧
倒
的
で
あ
る
。
一
方
、

比
較
的
僅
か
な
が
ら
北
欧
語
の
文
献
を
使
用
し
て
い
る
者
が
い
る
。

北
欧
と
日
本
と
の
直
接
リ
ン
ク
が
将
来
促
進
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し

た
い
。

　
＠
学
術
雑
誌

　
こ
の
調
査
に
特
殊
な
こ
と
は
、
多
数
の
回
答
者
が
こ
の
質
問
に
回

答
し
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
四
九
人
の
回
答
者
中
、
ω
乙
↓
に
つ

い
て
二
七
人
が
、
Z
↓
剛
区
に
つ
い
て
二
九
人
が
、
Z
囚
に
つ
い
て
二

八
人
が
、
oo
O
O
℃
に
つ
い
て
二
七
人
が
何
の
回
答
も
し
て
い
な
い
。

こ
れ
は
、
回
答
を
し
な
か
っ
た
者
が
こ
の
調
査
に
あ
る
種
の
防
衛
的

態
度
を
示
し
た
も
の
と
受
取
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　
（
4
a
）
　
ω
乱
↓
（
表
8
参
照
）

　
二
二
人
の
回
答
者
の
中
で
一
人
だ
け
が
引
用
し
た
と
回
答
し
て
い

る
。
知
っ
て
い
る
と
回
答
し
た
者
は
七
人
、
一
四
人
は
知
ら
な
い
と

回
答
し
て
い
る
。
文
部
省
の
国
立
情
報
学
研
究
所
に
よ
る
と
九
大
学

が
本
誌
を
予
約
講
読
し
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
み
る
と
、
刑
事
法
の
領

域
以
外
で
北
欧
の
法
学
研
究
に
関
心
を
有
し
て
い
る
研
究
者
が
か
な

り
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
雑
誌
は
北
欧
の
雑
誌

で
日
本
の
大
学
に
最
も
知
ら
れ
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
他
筆

者
を
含
め
て
何
人
か
の
者
は
個
人
で
購
読
し
て
い
る
。
し
か
し
、
引

用
者
が
一
人
と
い
う
事
実
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
語
の
難
し
さ
を
示
す
も

の
で
あ
ろ
う
。

　
（
4
b
）
　
Z
↓
噛
区
（
表
9
参
照
）

　
こ
の
質
問
に
回
答
し
た
者
の
う
ち
六
人
だ
け
が
本
誌
を
知
っ
て
い

る
と
回
答
し
た
。
上
記
の
国
立
情
報
学
研
究
所
に
よ
る
と
本
誌
を
保

有
し
て
い
る
の
は
慶
鷹
義
塾
大
学
図
書
館
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
の
全
部
を
保
有
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
　
九
四
九
年
以
降
の
本

誌
を
保
有
し
て
い
る
図
書
館
は
な
い
。
こ
の
事
実
は
予
期
し
な
い
も

の
で
あ
っ
た
。

　
（
4
c
）
　
Z
o
益
一
葵
ξ
凶
ヨ
ぎ
o
一
〇
讐
（
表
1
0
参
照
）

　
こ
の
質
問
に
回
答
し
た
二
一
人
の
う
ち
一
〇
人
が
知
っ
て
い
る
と

回
答
し
た
。
引
用
し
て
い
る
者
は
皆
無
で
あ
る
が
、
本
誌
は
一
番
良

く
知
ら
れ
た
雑
誌
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ω
8
昌
象
p
雪
寅
コ
ω
ε
α
＜

O
o
毒
亀
9
9
目
ぎ
o
δ
讐
が
何
ら
か
の
形
で
日
本
の
研
究
者
に

知
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
も
の
と
思
う
。

　
（
4
d
）
　
oo
O
O
℃
（
表
1
1
参
照
）

　
こ
の
質
問
に
回
答
し
た
二
二
人
の
中
で
四
人
が
こ
れ
を
引
用
し
て
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お
り
、
八
人
が
本
誌
を
知
っ
て
い
る
と
回
答
し
て
い
る
。
一
方
、
知

ら
な
い
と
回
答
し
た
者
は
一
〇
人
で
あ
る
。
本
誌
の
使
用
言
語
は
英

語
で
あ
り
、
新
し
い
わ
り
に
比
較
的
よ
く
利
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
で

あ
る
。
し
か
し
、
国
立
情
報
学
研
究
所
に
よ
る
と
予
約
購
読
し
て
い

る
大
学
は
一
校
の
み
で
あ
っ
た
。

む
す
び

　
以
上
の
記
述
か
ら
筆
者
は
次
の
よ
う
な
結
論
が
得
ら
れ
る
も
の
と

考
え
る
。

一
、
北
欧
は
日
本
の
研
究
者
に
と
っ
て
は
マ
イ
ナ
ー
な
領
域
で
あ
る
。

　
本
稿
は
改
め
て
そ
れ
を
確
認
し
た
。
し
か
し
、
同
時
に
ス
ウ
ェ
ー

　
デ
ン
の
矯
正
保
護
の
シ
ス
テ
ム
が
長
期
間
に
わ
た
っ
て
我
々
の
関

　
心
を
ひ
い
て
き
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

二
、
今
か
ら
百
年
前
明
治
時
代
に
既
に
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
監
獄
制
度

　
は
我
々
の
関
心
を
引
い
て
い
た
。
こ
の
伝
統
は
現
在
も
な
お
存
在

　
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
が
、
他
の
北
欧
諸
国
に
は
拡
大
さ
れ
て

　
い
な
い
。

三
、
ω
乱
↓
を
予
約
購
読
し
て
い
る
大
学
図
書
館
が
九
館
あ
る
こ
と

　
は
予
想
外
で
あ
っ
た
。
一
方
Z
↓
民
を
保
有
し
て
い
る
大
学
図

　
書
館
が
一
館
し
か
な
い
こ
と
も
予
想
外
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、

　
北
欧
へ
の
関
心
が
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
偏
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て

　
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

四
、
「
保
護
法
案
」
が
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
提
案
さ
れ
た
と
き
、
一
部

　
の
研
究
者
は
そ
れ
に
強
い
関
心
を
抱
い
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
長

　
続
き
し
な
か
っ
た
。
そ
の
後
い
く
つ
か
の
ト
ピ
ッ
ク
が
我
々
の
ス

　
ウ
ェ
ー
デ
ン
ヘ
の
興
味
を
引
い
た
。
一
九
八
O
年
代
の
犯
罪
報
道
、

　
一
九
九
〇
年
代
の
参
審
制
度
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
間
に
も
ス
ウ
ェ

　
ー
デ
ン
の
矯
正
保
護
制
度
は
我
々
の
関
心
を
引
き
続
け
て
い
る
。

五
、
北
欧
研
究
に
は
言
語
の
習
得
と
い
う
極
め
て
困
難
な
問
題
が
存

　
在
し
て
い
る
。
日
本
語
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
々
に
ほ
と
ん
ど
学
習

　
不
可
能
な
言
語
と
み
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
北
欧
の
言
語
は
我
々

　
に
と
っ
て
学
習
困
難
な
言
語
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
我
々
の
北

　
欧
研
究
を
阻
害
し
て
い
る
最
大
の
要
因
で
あ
ろ
う
。

六
、
し
か
し
、
北
欧
へ
の
関
心
は
伸
び
て
お
り
、
か
な
り
の
学
生
が

　
北
欧
の
大
学
で
学
ん
で
い
る
と
の
話
も
聞
く
。
こ
の
傾
向
が
今
後

　
も
続
く
こ
と
を
願
っ
て
、
本
稿
の
筆
を
お
く
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

七
、
な
お
、
最
後
に
北
欧
犯
罪
学
専
門
家
会
議
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

　
本
年
筆
者
は
初
め
て
こ
の
会
議
に
参
加
し
た
。
使
用
言
語
が
北
欧

　
語
の
み
の
た
め
議
論
の
理
解
が
困
難
を
極
め
、
事
実
上
何
も
理
解

　
で
き
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
語
の
報
告
は
一
部

　
理
解
で
き
た
。
通
常
会
議
に
は
付
き
物
の
印
刷
さ
れ
た
論
文
の
概
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要
が
配
布
さ
れ
ず
、
す
べ
て
耳
か
ら
聞
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

に
閉
口
し
た
。
し
か
し
、
デ
ン
マ
ー
ク
語
、
ノ
ル
ウ
ェ
イ
語
、
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
語
で
次
々
と
議
論
が
展
開
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
自
国
語

で
参
加
す
る
と
い
う
会
議
の
進
行
に
感
心
し
た
。
会
議
場
の
外
で

は
筆
者
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
語
が
何
と
か
通
じ
、
参
加
者
と
の
会
話

を
あ
る
程
度
ま
で
楽
し
む
こ
と
が
で
き
た
。

（
1
）
　
矯
正
図
書
館
（
佐
々
木
繁
典
他
）
編
、
資
料
・
監
獄
官
練
習
所
、

昭
和
五
二
年
（
矯
正
協
会
刊
）
参
照
。

（
2
）
oD
毒
α
①
一
一
し
睾
－
O
一
〇
浄
国
畦
一
〇〇
3
一
旨
R
I
窪
玄
o
鵬
惹
｛
一
J

　
Z
o
お
冨
巳
ω
）
一
8
00
’

（
3
）
　
朝
倉
京
一
、
中
尾
文
策
、
罪
と
罰
三
七
巻
二
号
、
平
成
一
二
年
、

　
四
六
頁
。

（
4
）
　
平
成
一
二
年
六
月
五
日
か
ら
七
日
ま
で
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
オ
ス
ロ

　
大
学
で
開
催
さ
れ
た
。
（
Z
↓
民
o
。
マ
ω
』
O
O
O
。
ご

付
録
1
　
日
本
に
お
い
て
翻
訳
又
は
紹
介
さ
れ
た
北
欧
の
研
究
者

（
研
究
者
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
）

訳
者
不
詳
（
翻
訳
）
”
「
V
・
ア
ル
ム
キ
ス
ト
（
≦
ζ
9
≧
ヨ
ρ
≦
亀

　
『
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
死
刑
廃
止
』
」
“
刑
政
四
四
巻
五
号
”
一

　
九
三
一

大
塚
郷
二
（
紹
介
ご
　
』
般
予
防
機
能
に
つ
い
て
の
考
察
（
J
・
ア
ン

　
デ
ナ
エ
ス
（
き
ご
コ
器
ω
＞
コ
α
窪
＄
ω
）
『
］
般
予
防
－
錯
覚
か
真

　
実
か
』
の
抄
録
）
」
”
季
刊
刑
政
新
三
巻
三
号
“
一
九
五
五

藤
本
哲
也
（
翻
訳
と
「
J
・
ア
ン
デ
ネ
ー
ス
（
』
o
び
餌
昌
5
①
ω

　
》
＆
窪
田
ω
）
』
般
予
防
再
考
　
　
研
究
と
政
策
的
意
義
』
」
H
犯

　
罪
と
非
行
三
七
号
、
三
八
号
”
一
九
七
八

坂
田
仁
（
紹
介
）
”
「
E
・
ア
ン
ネ
シ
ュ
（
申
民
＞
口
幕
お
）
『
犯
罪
、
刑

　
罰
及
び
警
察
』
」
”
法
学
研
究
七
二
巻
三
号
”
一
九
九
九

坂
田
仁
（
紹
介
）
一
「
E
・
ア
ン
ネ
シ
ュ
（
卑
穿
＞
昌
コ
R
ω
）
『
人
間
性
と

　
合
理
主
義
（
＝
ニ
ヨ
き
一
け
卑
0
9
声
二
〇
墨
一
す
ヨ
）
』
」
”
人
問
科
学
一

　
六
巻
二
号
二
九
九
八

中
尾
文
策
（
翻
訳
と
　
「
ア
ル
ヴ
ェ
ロ
（
冒
臼
＞
。
コ
＞
署
色
○
）
『
フ
ィ
ン
ラ

　
ン
ド
の
現
行
行
刑
制
度
』
」
”
司
法
省
（
司
法
資
料
二
六
九
号
）
二

　
九
四
〇

坂
田
仁
（
紹
介
ご
「
N
・
ビ
シ
ョ
ッ
プ
（
Z
o
『
ヨ
餌
コ
霞
昏
8
＆
■
）

　
『
北
欧
に
お
け
る
犯
罪
と
犯
罪
統
制
』
“
法
学
研
究
五
四
巻
七
号
“

　
一
九
八
一

佐
藤
昌
彦
（
翻
訳
と
　
「
A
・
ビ
ェ
レ
（
＞
コ
鳥
8
ω
空
震
お
）
『
殺
人
の

　
心
理
』
」
“
畝
傍
書
房
”
一
九
三
六

萩
原
金
美
（
翻
訳
と
　
「
P
・
0
・
ボ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
（
℃
震
9
亀
ω
o
一
－

　
＆
夷
）
『
民
事
・
刑
事
訴
訟
事
務
と
弁
護
士
』
H
一
九
八
五

竹
村
典
良
（
翻
訳
）
一
「
U
・
ボ
ン
デ
ソ
ン
（
⊆
鼠
ω
3
α
窃
8
）
『
消

　
極
的
個
別
予
防
の
重
要
性
』
」
”
比
較
法
雑
誌
三
三
巻
二
号
二
九

　
九
九
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竹
村
典
良
（
翻
訳
）
一
「
U
・
ボ
ン
デ
ソ
ン
（
d
一
一
餌
切
8
0
0
ω
9
）
『
矯

　
正
の
世
界
的
動
向
』
」
”
比
較
法
雑
誌
三
三
巻
二
号
”
一
九
九
九

訳
者
不
詳
（
翻
訳
と
　
「
ト
シ
ュ
テ
ン
・
カ
ー
シ
ュ
（
↓
ぎ
お
什
曾
O
醇
ω
）

　
『
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
参
審
制
度
に
つ
い
て
』
」
”
自
由
と
正
義
四
六
巻

　
一
一
号
二
九
九
五

山
田
健
太
（
翻
訳
と
　
「
ト
シ
ュ
テ
ン
・
カ
ー
シ
ュ
（
↓
ぎ
お
冨
コ
O
費
の
）

　
『
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
報
道
の
自
由
と
プ
レ
ス
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
』
」
一
法

　
学
セ
ミ
ナ
ー
総
合
特
集
シ
リ
ー
ズ
三
九
号
二
九
八
八

潮
見
憲
三
郎
（
翻
訳
）
”
「
ト
シ
ュ
テ
ン
・
カ
ー
シ
ュ
（
↓
げ
9
馨
窪

　
O
費
の
）
『
日
本
の
プ
レ
ス
と
そ
の
責
任
』
」
一
法
学
セ
ミ
ナ
ー
総
合

　
特
集
シ
リ
ー
ズ
三
九
号
二
九
八
八

新
村
繁
文
（
紹
介
）
”
「
ア
ボ
リ
シ
ョ
ニ
ス
ト
の
視
点
（
四
）
〈
ニ
ル
ス
・

　
ク
リ
ス
テ
ィ
（
Z
房
O
ぼ
糞
一
①
）
『
死
と
犯
罪
』
〉
」
”
警
察
研
究
六
二

　
巻
一
号
二
九
九
一

坂
田
仁
（
翻
訳
と
　
「
N
・
ク
リ
ス
テ
ィ
（
Z
房
O
ぼ
韓
8
）
『
犯
罪
学
の

　
失
望
（
原
題
問
諾
9
ω
コ
雪
α
震
）
』
」
一
』
O
O
O
Z
o
≦
の
五
一
号
、

　
五
二
号
”
一
九
九
〇

立
山
龍
彦
（
翻
訳
）
”
「
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
（
Z
房
O
ぼ
一
豊
①
）
『
刑
罰
の
限

　
界
』
」
“
（
新
有
堂
）
”
一
九
八
七
（
共
訳
者
覚
正
豊
和
）

立
山
龍
彦
（
紹
介
）
一
「
ニ
ル
ス
・
ク
リ
ス
テ
ィ
（
Z
房
O
ぼ
一
豊
①
）
『
ヨ

　
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
犯
罪
学
の
動
向
』
」
”
比
較
法
雑
誌
二
三
巻
二

　
号
”
一
九
八
九

朴
元
奎
（
翻
訳
と
　
「
T
・
エ
ク
ボ
ン
（
日
ぎ
ヨ
器
国
喜
o
ヨ
）
『
ス
ウ
ェ

　
ー
デ
ン
に
お
け
る
犯
罪
と
矯
正
制
度
の
現
況
』
」
一
犯
罪
と
非
行
一

　
〇
六
号
”
一
九
九
五

萩
野
京
子
（
翻
訳
と
「
G
・
エ
ン
グ
ス
ト
レ
ー
ム
（
O
。
国
昌
ひ
q
ω
q
α
ヨ
）

　
『
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
矯
正
行
刑
と
情
報
公
開
』
」
“
犯
罪
と
非

　
行
こ
七
号
二
九
九
八

犯
罪
行
動
研
究
会
（
翻
訳
）
”
「
T
・
エ
リ
ク
ソ
ン
（
↓
9
卑
8
　
卑
詩
甲

　
の
8
）
『
犯
罪
者
処
遇
の
改
革
者
達
』
」
u
一
九
八
O

坂
田
仁
（
翻
訳
と
「
T
・
エ
リ
ク
ソ
ン
（
↓
o
お
冨
口
田
民
器
9
）
『
日

　
本
人
は
な
ぜ
法
律
を
よ
く
守
る
の
か
』
」
”
罪
と
罰
一
五
巻
四
号
”

　
一
九
七
八

訳
者
不
詳
（
翻
訳
と
「
H
・
エ
ヴ
ェ
ン
ソ
ン
（
頃
餌
仁
の
国
〈
8
霧
9
）

　
『
危
険
な
異
常
犯
罪
者
に
対
す
る
処
分
』
」
”
国
際
行
刑
会
議
報
告
書

　
集
7
（
司
法
資
料
一
五
八
号
ご
一
九
一
〇

坂
田
仁
（
紹
介
）
”
「
J
・
フ
リ
ュ
ゲ
ッ
ド
（
も
き
器
固
話
げ
a
）
『
危

　
機
に
お
け
る
法
治
国
家
』
」
”
法
学
研
究
六
七
巻
五
号
二
九
九
二

訳
者
不
詳
（
翻
訳
）
”
「
S
・
M
・
フ
ラ
イ
（
ω
■
ζ
淘
器
覧
）
『
オ
ラ
ン
ダ

　
及
び
ス
カ
ン
ヂ
ナ
ヴ
ィ
ア
に
お
け
る
死
刑
廃
止
』
」
”
刑
政
四
四
巻

　
五
号
一
九
三
一

中
尾
文
策
（
翻
訳
と
「
ゴ
ル
（
＞
仁
讐
韓
①
O
o
＝
）
『
デ
ン
マ
ル
ク
の
現

　
行
行
刑
制
度
』
」
一
司
法
省
（
司
法
資
料
二
六
九
号
）
一
一
九
四
〇

坂
田
仁
（
紹
介
）
”
「
」
・
グ
レ
ン
ヴ
ァ
ル
（
い
巽
ω
9
蜜
名
毘
）
他
『
精

　
神
医
学
、
強
制
及
び
法
』
」
”
法
学
研
究
六
八
巻
七
号
”
一
九
九
三

武
田
英
文
翻
訳
と
「
ギ
ョ
ー
ム
（
〇
三
ぎ
ヨ
鳴
）
『
瑞
典
国
監
獄
大
博
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士
ア
ル
ム
キ
ス
ト
氏
小
伝
』
（
一
Y
（
三
）
」
”
大
日
本
監
獄
協
会
雑

　
誌
四
巻
五
号
、
六
号
、
七
号
二
八
九
一

坂
田
仁
（
紹
介
）
”
「
H
・
ホ
ー
フ
ァ
ー
（
＝
き
霧
～
＝
亀
霞
）
『
刑
務

　
所
』
」
”
法
学
研
究
六
七
巻
五
号
”
一
九
九
二

訳
者
不
詳
（
翻
訳
）
”
「
K
・
ヤ
ン
ソ
ン
（
お
巴
冨
冨
の
9
×
講
演
）

　
『
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
非
行
少
年
の
施
設
内
処
遇
』
」
”
刑
政
一

　
〇
六
巻
一
一
号
二
九
九
五

訳
者
不
詳
（
翻
訳
ご
　
「
H
・
ヨ
ル
ゲ
ン
セ
ン
（
＝
葵
2
』
α
【
鵬
①
霧
窪
）

　
『
国
際
的
犯
罪
者
へ
の
対
策
』
」
“
国
際
行
刑
会
議
報
告
書
集
6
（
司

　
法
資
料
一
五
七
号
）
二
九
一
〇

西
村
克
彦
（
翻
訳
と
　
「
0
・
チ
ン
ベ
リ
ィ
（
O
一
9
穴
3
ぼ
渥
）
『
刑
事

　
学
の
根
本
問
題
』
」
”
一
九
五
六

大
塚
郷
二
（
紹
介
と
　
コ
般
予
防
機
能
に
つ
い
て
の
考
察
（
O
・
チ
ン

　
ベ
リ
（
9
9
内
嘗
σ
①
茜
）
『
予
防
に
つ
い
て
の
批
判
的
考
察
』
の
抄

　
録
）
し
”
季
刊
刑
政
新
三
巻
三
号
”
一
九
五
五

萩
原
金
美
（
翻
訳
）
”
「
ハ
ン
ヌ
・
タ
パ
ミ
・
ク
ラ
ミ
（
＝
目
冨

　
日
碧
蝉
巨
囚
一
四
目
一
）
『
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
証
拠
法
の
発
展
と
現
況
』
」

　
“
神
奈
川
法
学
三
〇
巻
二
号
二
九
九
五

朴
元
奎
（
翻
訳
）
”
「
J
・
ク
ヌ
ッ
ト
ソ
ン
（
ざ
げ
き
器
ω
囚
⇒
葺
錺
2
）

　
『
ス
カ
ン
ジ
ナ
ビ
ア
諸
国
に
お
け
る
状
況
的
犯
罪
予
防
の
経
験
』
」

　
犯
罪
と
非
行
一
一
一
号
二
九
九
七

坂
田
仁
（
紹
介
）
一
「
M
・
ク
ム
リ
ー
ン
（
家
讐
ω
内
二
目
一
ゆ
窪
）
『
訓
練
と

　
刑
罰
』
」
”
法
学
研
究
六
九
巻
一
一
号
“
一
九
九
四

前
野
育
三
（
翻
訳
と
　
「
キ
ュ
ー
ル
ホ
ル
ン
（
国
o
ざ
旨
内
亀
び
0
3
）
『
ス

　
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
自
由
刑
と
刑
事
司
法
制
度
』
」
法
と
政
治
三
五
巻
三

　
号
二
九
八
四

中
尾
文
策
（
翻
訳
）
”
「
マ
ス
レ
リ
ー
ツ
（
O
⊆
雪
鉱
目
．
冒
器
お
瀞
N
）

　
『
ス
ウ
ェ
ー
テ
ン
の
現
行
行
刑
制
度
』
」
”
司
法
省
（
司
法
資
料
二
六

　
九
号
と
一
九
四
〇

染
田
恵
（
翻
訳
と
「
K
・
ニ
ル
ソ
ン
（
内
巽
豊
口
Z
房
ω
o
⇒
）
『
ス
ウ
ェ

　
ー
デ
ン
の
更
生
保
護
制
度
』
」
”
犯
罪
と
非
行
一
〇
九
号
”
一
九
九

　
六

中
尾
文
策
（
翻
訳
と
　
「
ニ
ッ
セ
ン
（
＝
費
宴
眞
蜜
器
窪
）
『
ノ
ル
ウ
ェ

　
イ
の
現
行
行
刑
制
度
』
」
”
司
法
省
（
司
法
資
料
二
六
九
号
と
一
九

　
四
〇

宮
沢
浩
一
・
坂
田
仁
（
紹
介
）
”
「
オ
ラ
・
ニ
キ
ス
ト
（
O
ご
Z
旨
三
亀

　
『
少
年
審
判
』
」
”
法
学
研
究
三
五
巻
八
号
一
一
九
六
二

訳
者
不
詳
（
翻
訳
と
　
「
A
・
オ
ム
ス
テ
ッ
ド
（
＞
ヨ
①
○
ヨ
ω
け
a
）
『
仮

　
出
獄
者
等
に
対
す
る
国
、
団
体
、
個
人
に
よ
る
監
督
』
」
”
国
際
行

　
刑
会
議
報
告
書
集
6
（
司
法
資
料
一
五
七
号
と
一
九
一
〇

樋
口
幸
吉
（
翻
訳
と
「
G
・
リ
ラ
ン
ダ
ー
（
O
α
ω
貫
菊
覧
曽
冨
α
震
）
『
ス

　
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
一
五
年
間
の
殺
人
者
』
」
”
犯
罪
学
雑
誌
二

　
二
巻
六
号
”
一
九
五
六

坂
田
仁
（
紹
介
と
　
「
J
・
サ
ル
ネ
ッ
キ
（
q
R
昌
ω
四
ヨ
①
o
恩
）
『
ス
ト
ッ

　
ク
ホ
ル
ム
に
お
け
る
二
］
条
保
護
の
追
跡
』
」
”
法
学
研
究
六
六
巻

　
四
号
二
九
九
一
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大
塚
郷
二
（
紹
介
）
一
「
罪
の
裁
判
と
刑
の
裁
判
（
K
・
シ
ュ
リ
タ
ー

　
（
囚
貰
一
ω
o
巨
旨
R
）
『
ス
エ
ー
デ
ン
に
お
け
る
社
会
防
衛
の
一
改
革
』

　
の
抄
録
）
」
H
季
刊
刑
政
新
一
巻
三
号
二
九
五
三

訳
者
不
詳
（
翻
訳
と
「
T
・
セ
リ
ン
（
↓
ぎ
お
9
コ
ω
色
ぎ
）
『
ス
ェ
ー

　
デ
ン
の
少
年
裁
判
所
の
代
用
物
』
」
”
少
年
の
非
行
（
後
編
）
、
最
高

　
裁
判
所
（
家
庭
裁
判
資
料
九
号
）
二
九
五
〇

佐
藤
諮
（
翻
訳
と
　
「
T
・
セ
リ
ン
『
プ
ロ
ベ
イ
シ
ョ
ン
と
こ
れ
と
関
係

　
の
あ
る
諸
制
度
（
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
）
』
」
”
法
務
省
（
保
護
資
料
七
号
）

　
”
一
九
五
五

木
村
亀
二
（
翻
訳
と
「
テ
ィ
ー
・
セ
リ
ー
ン
（
↓
『
9
簿
窪
ω
亀
ぎ
）

　
『
欧
州
に
於
け
る
最
近
の
行
刑
思
想
』
」
”
法
学
志
林
三
二
巻
一
一

　
号
”
一
九
三
〇

小
川
太
郎
・
佐
藤
勲
平
（
翻
訳
と
「
T
・
セ
リ
ン
（
↓
ぎ
冴
8
コ
　
留
一
■

　
一
ぎ
）
『
文
化
葛
藤
と
犯
罪
』
」
”
法
政
大
学
出
版
局
”
一
九
七
三

牧
野
英
文
紹
介
と
　
「
G
・
シ
ム
ソ
ン
（
O
震
ぎ
巳
oo
目
ω
9
）
『
フ
ラ

　
ン
ツ
・
v
・
リ
ス
ト
と
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
刑
事
政
策
』
」
”
季
刊
刑

　
政
新
一
巻
一
号
”
一
九
五
二

宮
沢
浩
文
翻
訳
と
　
「
G
・
シ
ム
ソ
ン
（
O
醇
富
巳
oo
言
ω
9
）
『
ス
ゥ

　
ェ
ー
デ
ン
刑
法
典
』
」
一
法
学
研
究
四
九
巻
六
号
二
九
七
六

宮
沢
浩
一
（
翻
訳
ご
「
G
・
シ
ム
ソ
ン
（
の
震
ご
＆
ω
巨
ω
9
）
『
ス
ゥ

　
ェ
ー
デ
ン
の
刑
罰
観
と
犯
罪
者
処
遇
』
」
目
刑
事
法
学
の
諸
問
題
”

　
一
九
七
八

宮
沢
浩
文
翻
訳
と
　
「
G
・
シ
ム
ソ
ン
（
O
R
冨
巳
ω
言
ω
9
）
『
ス
ウ

　
エ
ー
デ
ン
刑
法
改
正
の
特
徴
』
」
一
法
務
資
料
四
〇
六
号
（
法
務
省
）

　
”
一
九
七
八

訳
者
不
詳
（
翻
訳
と
　
「
N
・
シ
ェ
ル
ン
ベ
リ
ィ
（
Z
房
ω
こ
①
ヨ
冨
旙
）

　
『
常
習
累
犯
者
に
対
す
る
対
策
』
」
”
国
際
行
刑
会
議
報
告
書
集
2

　
（
司
法
資
料
一
〇
〇
号
）
二
九
〇
七

小
沢
禧
一
（
翻
訳
と
　
「
ス
テ
ユ
ル
ッ
プ
（
0
8
渥
ω
温
毎
℃
）
『
異
常
犯

　
罪
者
の
社
会
復
帰
』
」
“
東
京
大
学
出
版
”
一
九
七
三

諸
沢
英
道
・
渡
辺
道
雄
（
翻
訳
）
”
「
K
・
ス
ベ
リ
（
因
昌
9
ω
＜
9
）

　
『
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
少
年
非
行
の
報
道
に
つ
い
て
』
”
法
学

　
セ
ミ
ナ
ー
特
集
「
人
権
と
犯
罪
報
道
」
”
一
九
八
六

黒
沢
美
絵
（
紹
介
と
　
「
H
・
タ
ム
（
＝
①
霞
穿
↓
訂
ヨ
）
『
ス
ウ
ェ
ー
デ

　
ン
に
お
け
る
司
法
と
福
祉
』
」
”
日
本
犯
罪
社
会
学
会
ニ
ュ
ー
ス
六

　
二
号
二
九
九
七

訳
者
不
詳
（
翻
訳
と
　
「
K
・
ト
ル
プ
（
内
巽
一
日
o
∈
）
『
デ
ン
マ
ー
ク
に

　
お
け
る
死
刑
廃
止
』
」
”
刑
政
四
四
巻
五
号
二
九
一
一
二

訳
者
不
詳
（
翻
訳
と
　
「
1
・
C
・
W
・
チ
ュ
レ
ン
（
H
O
≦
円
身
鳳
コ
）

　
『
累
犯
者
に
対
す
る
特
別
拘
禁
』
」
”
国
際
行
刑
会
議
報
告
書
集
2

　
（
司
法
資
料
一
〇
〇
号
）
二
九
〇
七

鈴
木
和
枝
（
翻
訳
と
「
」
・
ヴ
ェ
ー
ブ
ル
（
い
2
奏
旨
く
警
一
①
（
り
）
）

　
『
な
ぜ
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
は
、
日
本
人
よ
り
好
奇
心
が
少
な
い
か
』
」

　
”
法
学
セ
ミ
ナ
ー
特
集
「
人
権
と
犯
罪
報
道
」
二
九
八
六

柳
本
正
春
（
翻
訳
）
”
「
D
・
ワ
ー
ド
（
∪
・
＞
．
≦
餌
こ
）
『
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

　
お
よ
び
デ
ン
マ
ー
ク
に
お
け
る
行
刑
改
革
と
収
容
者
の
権
利
』
」
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犯
罪
と
非
行
二
〇
号
二
九
七
四

坂
田
仁
（
紹
介
と
　
「
G
・
ウ
ィ
ク
ル
ン
ド
（
〇
二
三
一
一
m
≦
ま
仁
コ
α
）
編

　
『
90
年
代
の
刑
事
政
策
』
」
一
法
学
研
究
六
五
巻
七
号
二
九
九
〇

坂
田
仁
（
紹
介
と
　
「
P
・
0
・
ウ
ィ
ク
ス
ト
レ
ー
ム
（
評
『
9
亀
　
甲

　
≦
穿
誓
a
目
）
編
『
犯
罪
予
防
戦
略
の
統
合
』
」
”
法
学
研
究
七
〇
巻

　
六
号
”
一
九
九
五

訳
者
不
詳
（
翻
訳
）
”
「
F
・
ウ
ォ
ッ
ク
ス
ン
（
7
≦
o
図
9
）
『
ノ
ル
ウ

　
ェ
ー
に
お
け
る
死
刑
廃
止
』
」
“
刑
政
四
四
巻
五
号
”
一
九
三
一

付
録
2
　
日
本
人
研
究
者
に
よ
る
北
欧
研
究

［
著
書
］

一
H
加
藤
久
雄
“
『
治
療
改
善
処
分
の
研
究
』
H
慶
慮
通
信
二
九
八

　
三

二
”
八
木
國
之
”
『
増
補
・
新
派
刑
法
学
の
現
代
的
展
開
』
一
酒
井
書

　
店
”
一
九
八
四

三
”
坂
田
仁
“
『
犯
罪
者
処
遇
の
思
想
』
日
慶
磨
通
信
二
九
八
四

四
”
萩
原
金
美
”
『
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
司
法
』
”
弘
文
堂
“
一
九
八
六

五
”
坂
田
仁
”
『
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
犯
罪
防
止
委
員
会
報
告
書
概
観
（
一

　
九
八
一
～
一
九
八
七
）
』
”
慶
鷹
通
信
一
一
九
八
九

［
論
文
等
］

一
”
佐
野
尚
”
「
瑞
典
丁
字
形
監
獄
略
図
」
H
大
日
本
監
獄
協
会
雑
誌

　
一
巻
一
号
二
八
八
八

二
”
佐
野
尚
”
「
瑞
典
監
獄
事
情
」
”
大
日
本
監
獄
協
会
雑
誌
四
巻
五

　
号
”
一
八
九
一

三
”
小
河
滋
次
郎
一
「
旧
騰
崩
御
セ
ラ
レ
タ
ル
瑞
典
王
ヲ
ス
カ
ル
ニ
世

　
陛
下
ノ
獄
制
二
対
ス
ル
事
蹟
ノ
一
班
二
就
テ
」
”
法
学
協
会
雑
誌
二

　
六
巻
二
号
二
九
〇
八

四
H
綿
引
伸
郎
”
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
新
行
刑
法
（
一
）
（
二
）
（
三
）
」

　
刑
政
五
九
巻
五
号
、
六
号
、
七
号
”
一
九
四
八

五
”
藤
平
英
夫
H
「
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
に
お
け
る
過
剰
拘
禁
の
緩
和
対

　
策
」
”
法
務
省
（
法
務
研
究
三
六
巻
六
号
）
二
九
五
二

六
”
宮
原
三
男
”
「
ス
カ
ン
ジ
ナ
ビ
ア
諸
国
の
少
年
法
制
」
”
小
川
太

　
郎
編
、
少
年
非
行
と
少
年
保
護
二
九
五
二

七
”
藤
平
英
夫
”
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
過
剰
拘
禁
の
緩
和
対

　
策
」
“
法
務
省
（
法
務
研
究
三
六
巻
六
号
）
二
九
五
二

八
”
牧
野
英
一
”
「
ス
エ
ー
デ
ン
に
お
け
る
罰
金
日
掛
け
制
度
」
”
季

　
刊
刑
政
新
一
巻
二
号
一
一
九
五
二

九
”
森
下
忠
”
「
刑
罰
制
度
改
革
の
動
向
」
”
季
刊
刑
政
新
二
巻
］
号

　
“
］
九
五
三

一
〇
“
森
下
忠
”
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
行
刑
制
度
（
一
）
（
二
）
」
”
刑
政

　
六
四
巻
四
号
、
五
号
“
一
九
五
三

一
一
”
森
下
忠
一
「
北
欧
に
お
け
る
保
安
処
分
」
H
保
安
処
分
の
研
究

　
（
有
斐
閣
）
二
九
五
八

二
π
牧
野
英
一
“
「
ス
エ
ー
デ
ン
の
保
護
法
案
」
H
季
刊
刑
政
新
六

　
巻
一
号
二
九
五
八
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二
二
一
宮
沢
浩
一
一
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
非
行
少
年
問
題
と
そ

　
の
対
策
」
”
法
学
研
究
三
五
巻
八
号
二
九
六
二

一
四
”
広
瀬
貞
雄
”
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
矯
正
施
設
を
訪
ね
て
」
”
犯

　
罪
学
雑
誌
二
八
巻
五
閥
六
号
”
一
九
六
二

一
五
”
森
下
忠
”
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
新
保
護
法
の
成
立
」
”
法
律
の
ひ

　
ろ
ば
一
六
巻
一
二
号
二
九
六
三

一
六
“
森
下
忠
”
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
矯
正
制
度
」
”
刑
法
改
正
と
刑

　
事
政
策
（
有
斐
閣
）
二
九
六
四

一
七
”
坂
田
仁
”
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
児
童
福
祉
委
員
会
に
つ
い
て
」

　
”
家
庭
裁
判
月
報
一
八
巻
二
号
、
一
九
六
六

一
八
“
八
木
國
之
”
「
保
安
処
分
を
め
ぐ
っ
て
」
”
法
律
時
報
三
八
巻

　
七
号
一
一
九
六
六

一
九
一
小
澤
禧
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ク
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制
度
と
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八
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七
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沢
浩
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ェ
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デ
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裁
』
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つ
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て
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〇
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号
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九
六
七
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一
臼
井
滋
夫
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「
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ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
お
け
る
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罪
者
処
遇
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実
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刑
事
立
法
改
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の
動
向
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デ
ン
マ
ー
ク
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（
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八
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九
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〇
）
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察
研
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号
、
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、
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九
巻
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号
、
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二
九
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七
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u
臼
井
滋
夫
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ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
お
け
る
犯
罪
者
処
遇
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実
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刑
事
立
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改
正
の
動
向
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ス
ウ
ェ
ー
デ
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察
研
究
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八
巻
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号
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九
六
七

二
三
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錬
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・
エ
リ
ク
ソ
ン
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談
と
　
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
矯
正

　
事
情
」
“
刑
政
七
九
巻
一
号
“
一
九
六
八

二
四
一
坂
田
仁
”
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
児
童
福
祉
委
員
会
」
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宮
澤
浩

　
一
編
、
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界
諸
邦
少
年
法
制
の
動
向
、
鳳
舎
”
一
九
六
八

二
五
”
田
中
八
郎
”

　
研
究
四
〇
巻
五
号

二
六
”
土
屋
正
三
”

　
四
一
巻
一
〇
号
”

二
七
”
吉
川
経
夫
”

二
八
”
坂
田
仁
”

　
山
・
宮
澤
編
、

二
九
”
坂
田
仁
”

　
校
」

三
〇
”
吉
川
経
夫
一

三
一
一
坂
田
仁
“

　
四

三
一
π
宮
沢
浩
一
”

三
三
“
八
木
國
之
”

三
四
”
八
木
國
之
”

志
林
六
八
巻
三
”
四
号
一

　
　
　
　
　
　
性
と
法
律
、

　
　
”
法
学
研
究
四
四
巻
八
号
”

　
　
　
　
　
　
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
王
国
に
お
け
る
少
年
犯
罪
に
関
す

る
人
格
調
査
に
つ
い
て
」

“
法
学
研
究
四
七
巻
八
号
”

央
大
学
九
十
周
年
記
念
論
文
集

「
ス
エ
ー
デ
ン
に
お
け
る
新
警
察
制
度
」
”
警
察

“
一
九
六
九

「
ス
エ
ー
デ
ン
国
家
警
察
の
成
績
」
”
警
察
研
究

一
九
七
〇

「
北
欧
諸
国
に
お
け
る
保
安
処
分
制
度
」
”
法
学

　
　
　
一
九
七
一

「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
刑
法
に
お
け
る
性
規
定
」
”
中

　
　
　
　
成
文
堂
二
九
七
一

「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
少
年
刑
務
所
と
少
年
福
祉
学

　
　
　
　
　
　
一
九
七
一

「
北
欧
」
”
刑
法
改
正
の
研
究
（
1
）
”
一
九
七
二

　
　
　
”
家
庭
裁
判
月
報
二
六
巻
四
号
二
九
七

「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
被
害
者
補
償
制
度
」

　
　
　
　
一
九
七
四

「
自
由
刑
の
処
遇
制
度
近
代
化
へ
の
展
開
」
”
中

　
　
　
　
　
二
九
七
五

「
北
欧
に
お
け
る
行
刑
制
度
」
”
法
律
時
報
四
八
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巻
七
号
”
一
九
七
六

三
五
”
藤
本
哲
也
”
「
北
欧
に
お
け
る
刑
務
所
改
善
運
動
」

　
雑
誌
二
一
巻
二
号
”
一
九
七
九

三
六
“
小
沢
禧
一
他
”
「
国
際
的
視
野
か
ら
見
た
累
犯
問
題
」

　
総
合
研
究
所
研
究
部
紀
要
二
三
号
”
一
九
八
〇

三
七
”
坂
田
仁
一
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
累
犯
対
策
」

　
合
研
究
所
研
究
部
紀
要
二
三
号
二
九
八
〇

三
八
”
小
沢
禧
一
一
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
矯
正
保
護
」
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罪
予
防
五
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九
八
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概
要
」
”
判
例
時
報
一
〇
〇
五
号
、

　
九
八
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〇
”
小
沢
禧
一
他
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た
犯
罪
者
処
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総
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研
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所
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究
部
紀
要
二
四
号
一
］
九
八
一

四
一
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立
山
龍
彦
”

　
傾
向
」
“
東
海
大
学
文
明
研
究
所
紀
要
三
号
二
九
八
二

四
二
”
坂
田
仁
”
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
情
状
鑑
定
類
似
制
度
」

　
野
・
兼
頭
他
編
、
刑
事
鑑
定
の
理
論
と
実
務
、
成
文
堂
“

四
三
”
立
山
龍
彦
”
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
刑
務
所
制
度
」

　
文
明
研
究
所
紀
要
四
号
二
九
八
三

四
四
一
坂
田
仁
”
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
」
”
宮
澤
・
藤
本
編
、

　
政
策
、
青
林
書
院
二
九
八
三

四
五
”
前
野
育
三
”
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
少
年
非
行
処
遇
」

比
較
法

”
法
務

法
務
総

更
生
保
護
と

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
お
け
る
保
安
処
分
制
度
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
〇
六
口
写
H
一法

「
ノ
ル
ウ
ェ
ー
に
お
け
る
刑
務
所
管
理
の
新
し
い

　
　
”
上

一
九
八
二

東
海
大
学

新
講
刑
事

　
関
西
非
行
問
題
研
究
九
号
二
九
八
三

四
六
“
前
野
育
三
”
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
刑
事
政
策
」
一
法
と
政
治
三

　
五
巻
二
号
二
九
八
四

四
七
”
前
野
育
三
（
資
料
と
　
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
犯
罪
者
処
遇

　
の
動
向
」
”
法
と
政
治
三
六
巻
四
号
”
一
九
八
五

四
八
“
萩
原
金
美
”
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
陪
審
制
度
」
一
神
奈
川
大
学

　
法
学
研
究
科
研
究
年
報
六
号
”
一
九
八
五

四
九
”
立
山
龍
彦
一
「
デ
ン
マ
ー
ク
に
お
け
る
施
設
内
処
遇
の
一
つ
の

　
試
み
」
”
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O
O
U
Z
①
≦
ω
三
八
号
二
九
八
六

五
〇
一
前
野
育
三
（
資
料
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「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
犯
罪
と
刑
罰

　
の
動
向
と
現
勢
」
”
法
と
政
治
三
七
巻
二
号
二
九
八
六

五
一
”
中
谷
理
子
、
平
野
洋
子
、
後
藤
弘
子
H
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
性

　
刑
法
の
改
正
」
”
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
七
二
号
一
一
九
八
六

五
ご
坂
田
仁
“
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
仮
釈
放
」
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刑
法
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誌
二
七
巻
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号
”
一
九
八
六

五五五五刑四ル三
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o
⊆
葺
ユ
①
ω
ー
＞
ω
貫
試
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鉱
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一
〇
〇
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貰
一
ω
o
昌
1
」

　
巻
『
号
一

五
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ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
性
刑
法
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改
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性
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研
修
四
七
〇
号
”
一
九
八
七
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野
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デ
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マ
ー
ク
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お
け
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少
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法
と
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治
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九
巻
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二
九
八
八
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坂
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仁
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目
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人
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仁
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ス
ウ
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ー
デ
ン
の
外
泊
制
度
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ー
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総
合
特
集
シ
リ
ー
ズ
四
一
、
日
本
評
論
社
二
九
八
八

五
七
”
前
野
育
三
“
「
デ
ン
マ
ー
ク
の
少
年
法
と
少
年
行
刑
」
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法
と

　
政
治
四
〇
巻
二
号
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九
八
九

五
八
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八
木
國
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欧
刑
事
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比
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法
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誌

　
二
三
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九
八
九

五
九
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刑
の
量
定
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ス
ウ
ェ
ー
デ
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刑
改
革
提

　
案
評
価
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熊
本
法
学
六
二
号
二
九
八
九

六
〇
”
長
田
秀
樹
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「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
刑
法
に
お
け
る
共
犯
規
定
と
共

　
犯
理
論
」
”
創
価
大
学
比
較
文
化
研
究
六
巻
”
一
九
八
九

六
一
”
長
田
秀
樹
”
「
予
備
行
為
の
処
罰
に
つ
い
て
ー
ス
ウ
ェ
ー
デ

　
ン
刑
法
の
立
場
か
ら
ー
」
“
創
価
大
学
創
立
二
〇
周
年
記
念
論
文

　
集
日
一
九
九
〇

六
二
”
長
田
秀
樹
u
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
未
遂
の
刑
法
上
の
取

　
扱
い
」
”
創
価
大
学
比
較
文
化
研
究
七
巻
ユ
九
九
〇

六
三
”
萩
原
金
美
一
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
証
拠
法
序
説
」
”
神
奈
川
法
学

　
二
五
巻
三
号
二
九
九
〇

六
四
“
前
野
育
三
“
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
司
法
と
福
祉
」
“
法
と
政
治

　
四
一
巻
二
⊥
二
号
二
九
九
〇

六
五
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坂
田
仁
”
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
罰
金
制
度
」
”
刑
事
基
本
法
改

　
正
資
料
二
八
号
、
法
務
省
刑
事
局
二
九
九
〇

六
六
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坂
田
仁
“
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
罰
金
制
度
の
沿
革
」
“
法
学
研

　
究
六
三
巻
四
号
二
九
九
〇

六
七
u
加
毛
修
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海
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雄
一
一
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
報
告
－
十
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障

　
さ
れ
て
い
る
被
拘
禁
者
の
人
権
と
弁
護
権
」
一
法
学
セ
ミ
ナ
ー
四
二

　
二
号
二
九
九
〇

六
八
一
坂
田
仁
“
「
ロ
ー
ビ
ー
ユ
i
感
化
院
」
一
慶
鷹
義
塾
大
学
法
学

　
部
法
律
学
科
創
設
百
年
記
念
論
文
集
、
慶
慮
通
信
二
九
九
〇

六
九
”
萩
原
金
美
“
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
証
明
責
任
論
」
”
神

　
奈
川
大
学
法
学
研
究
科
研
究
年
報
二
一
号
“
一
九
九
一

七
〇
”
森
下
忠
“

　
一
四
一
一
号
U

七
一
”
大
橋
薫
“

　
非
行
九
一
号
“

七
二
”
坂
田
仁
“

　
い
て
」

　
二

七
三
“
坂
田
仁
”

七
四
一
坂
田
仁

七
五

七
六

　
制
」
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七
一
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仁 八

木
國
之
教
授
古
稀
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論
文
集
、

』
O
O
O
Z
①
≦
q
D
六
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二
口
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ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク

　
”
坂
田
仁
（
資
料
ご

エ
ー
デ
ン
社
会
研
究
月
報
二
五
巻
一
〇
号
、

　
一
大
曲
祐
子
一

　
　
”
青
少
年
問
題
四
〇
巻
四
号
”

と
非
行
九
六
号
”

「
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
犯
罪
と
刑
事
政
策
」
”
判
例
時
報

一
九
九
二

「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
調
査
旅
行
で
の
見
聞
」
“
犯
罪
と

一
九
九
二

「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
一
九
八
八
年
刑
法
一
部
改
正
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
書
院
U
一
九
九

「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
一
二
条
ホ
ー
ム
の
現
況
」

　
　
　
　
一
九
九
二

「
司
法
制
度
」
“
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
社
会
研
究
所
編
、

　
　
　
　
　
、
早
稲
田
大
学
出
版
部
二
九
九
三

　
　
　
「
オ
ン
ブ
ヅ
マ
ン
年
次
報
告
よ
り
」
”
ス
ウ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
↓
一
号
一
一
九
九
三

　
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
暴
力
ビ
デ
オ
等
の
規

　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
九
三
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ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
『
契
約
治
療
保
護
』
」
一
犯
罪

　
一
九
九
三
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七
八
”
沢
田
健
一
”
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
矯
正
の
現
状
」
”
犯
罪
と
非

　
行
九
八
号
”
一
九
九
三

七
九
”
松
沢
伸
”
「
デ
ン
マ
ー
ク
刑
法
の
発
展
」
”
早
稲
田
大
学
大
学

　
院
法
学
研
究
科
法
研
論
集
七
七
二
九
九
四

八
O
“
森
下
忠
”
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
犯
罪
人
引
渡
法
」
“
判
例
時
報

　
一
四
七
八
号
”
一
九
九
四

八
一
”
萩
原
金
美
一
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
型
参
審
を
考
え
る
」
日
自
由
と

　
正
義
四
八
巻
四
号
二
九
九
四

八
一
π
前
野
育
三
”
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
」
一
澤
登
俊
雄
編
「
世
界
諸
国

　
の
少
年
法
制
」
成
文
堂
一
一
九
九
四

八
三
”
山
内
香
子
”
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
保
安
処
分
」
”
匂
∩
O
U

　
Z
①
≦
ω
六
〇
号
”
一
九
九
四

八
四
”
立
山
龍
彦
一
「
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
行
刑
制
度
」
”
刑
事
法
学
の

　
新
動
向
（
上
）
ユ
九
九
五

八
五
一
長
田
秀
樹
”
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
刑
法
に
お
け
る
中
止
未
遂
」

　
創
価
大
学
比
較
文
化
研
究
二
｝
巻
二
九
九
五

八
六
一
野
坂
明
彦
一
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
及
び
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
更
生

　
保
護
見
聞
録
」
”
犯
罪
と
非
行
一
〇
六
号
二
九
九
五

八
七
”
野
坂
明
彦
”
「
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
北
西
保
護
観
察
所
」
”
犯
罪

　
と
非
行
『
〇
六
号
二
九
九
五

八
八
“
花
島
政
三
郎
一
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
青
少
年
保
護
施
設
を
訪
ね

　
て
」
”
犯
罪
と
非
行
一
〇
四
号
二
九
九
五

八
九
”
東
京
三
弁
護
士
会
陪
審
制
度
委
員
会
”
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
参

　
審
制
度
」
”
東
京
三
弁
護
士
会
陪
審
制
度
委
員
会
二
九
九
五

九
〇
”
前
野
育
三
日
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
少
年
司
法
」
H
刑
事
弁
護
八

　
号
二
九
九
六

九
一
“
藤
本
哲
也
”
「
ノ
ル
ウ
ェ
ー
に
お
け
る
裁
判
シ
ス
テ
ム
外
で
の

　
紛
争
処
理
現
状
と
課
題
」
“
法
学
新
報
一
〇
四
巻
二
門
三
号
一
一
九

　
九
七

九
二
”
鮎
川
潤
H
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
犯
罪
と
犯
罪
学
」
”
犯
罪
社
会

　
学
研
究
一
七
号
”
一
九
九
七

九
三
”
萩
原
金
美
H
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
刑
事
訴
訟
法
」
一
神
奈
川
大

　
学
法
学
研
究
所
研
究
年
報
一
五
号
二
九
九
七

九
四
H
伊
藤
広
史
一
「
海
外
の
矯
正
事
情
（
第
五
回
）
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
」

　
”
刑
政
一
〇
八
巻
五
号
”
一
九
九
七

九
五
”
立
山
龍
彦
一
「
デ
ン
マ
ー
ク
の
刑
罰
思
想
」
”
笥
O
O
U
Z
①
≦
ω

　
八
】
号
一
〕
九
九
八

九
六
”
立
山
龍
彦
H
「
デ
ン
マ
ー
ク
の
刑
事
司
法
制
度
」
”
東
海
大
学

　
文
明
研
究
所
『
デ
ン
マ
ー
ク
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
報
告
書
』
二
九

　
九
八

九
七
“
東
京
三
弁
護
士
会
陪
審
制
度
委
員
会
“
「
テ
ン
マ
ー
ク
の
参

　
審
・
陪
審
制
度
」
一
東
京
三
弁
護
士
会
陪
審
制
度
委
員
会
二
九
九

　
八

九
八
”
佐
藤
博
史
日
「
デ
ン
マ
ー
ク
の
陪
審
制
・
参
審
制
」
”
刑
事
弁

　
護
｝
二
号
”
一
九
九
八

九
九
”
森
下
忠
”
「
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
に
お
け
る
刑
務
所
人
口
の
現
況
」
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”
判
例
時
報
一
六
三
六
号
二
九
九
八

一
〇
〇
”
前
野
育
三
”
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
少
年
法
制
」
”
沢
登
他
編

「
少
年
司
法
と
適
正
手
続
き
」
（
成
文
堂
）
二
九
九
八

一
〇
一
一
清
水
新
二
”
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
薬
物
問
題
と
そ
の
社
会
的

対
処
」
”
犯
罪
と
非
行
二
七
号
二
九
九
八

一
〇
二
“
大
橋
哲
”
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
行
刑
の
概
況
」
“
犯

罪
と
非
行
二
七
号
二
九
九
八

　
付
録
3
　
北
欧
の
犯
罪
学
、
刑
事
法
制
に
か
か
る
翻
訳
・
紹
介

　
　
　
　
　
（
年
代
順
）

文
献
の
紹
介

牧
野
英
文
紹
介
と
　
「
G
・
シ
ム
ソ
ン
（
O
R
冨
＆
腔
ヨ
ω
8
）
『
フ
ラ

　
ン
ツ
v
・
リ
ス
ト
と
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
刑
事
政
策
』
」
”
季
刊
刑
政

　
新
一
巻
一
号
二
九
五
二

大
塚
郷
二
（
紹
介
ご
　
「
罪
の
裁
判
と
刑
の
裁
判
（
K
・
シ
ュ
リ
タ
ー

　
（
訳
畦
一
ω
o
巨
旨
R
）
『
ス
エ
ー
デ
ン
に
お
け
る
社
会
防
衛
の
一
改
革
』

　
の
抄
録
）
」
一
季
刊
刑
政
新
一
巻
三
号
二
九
五
三

大
塚
郷
二
（
紹
介
）
”
コ
般
予
防
機
能
に
つ
い
て
の
考
察
（
J
・
ア
ン

　
デ
ナ
エ
ス
（
ぎ
ざ
コ
諾
ω
》
昌
α
2
8
の
）
』
般
予
防
ー
錯
覚
か
真

　
実
か
』
の
抄
録
）
」
”
季
刊
刑
政
新
三
巻
三
号
二
九
五
五

大
塚
郷
二
（
紹
介
と
　
コ
般
予
防
機
能
に
つ
い
て
の
考
察
（
O
・
チ
ン

　
ベ
リ
（
9
9
国
ぎ
幕
鑛
）
『
予
防
に
つ
い
て
の
批
判
的
考
察
』
の
抄

　
録
）
」
”
季
刊
刑
政
新
三
巻
三
号
“
一
九
五
五

宮
沢
浩
一
・
坂
田
仁
（
紹
介
）
”
「
オ
ラ
・
ニ
キ
ス
ト
（
O
冨
Z
遷
三
篭

　
『
少
年
審
判
』
」
”
法
学
研
究
三
五
巻
八
号
二
九
六
二

坂
田
仁
（
紹
介
）
”
「
N
・
ビ
シ
ョ
ッ
プ
（
Z
9
ヨ
き
霞
昏
8
0
F
）

　
『
北
欧
に
お
け
る
犯
罪
と
犯
罪
統
制
』
“
法
学
研
究
五
四
巻
七
号
”

　
一
九
八
一

立
山
龍
彦
（
紹
介
と
　
「
ニ
ル
ス
・
ク
リ
ス
テ
ィ
（
Z
房
O
ぼ
一
呂
①
）
『
ヨ

　
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
犯
罪
学
の
動
向
』
」
”
比
較
法
雑
誌
二
三
巻
二

　
号
二
九
八
九

坂
田
仁
（
紹
介
と
　
「
犯
罪
の
被
害
者
ー
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
犯
罪
防
止
委

　
員
会
調
査
報
告
一
九
八
八
年
一
号
1
」
”
犯
罪
社
会
学
研
究
一
五

　
号
二
九
九
〇

坂
田
仁
（
紹
介
と
　
「
犯
罪
の
趨
勢
（
一
九
八
八
年
）
ー
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

　
犯
罪
防
止
委
員
会
研
究
報
告
一
九
八
八
年
二
号
1
」
”
犯
罪
心
理

　
学
研
究
二
八
巻
二
号
二
九
九
〇

新
村
繁
文
（
紹
介
と
　
「
ア
ボ
リ
シ
ョ
ニ
ス
ト
の
視
点
（
4
）
〈
ニ
ル
ス
・

　
ク
リ
ス
テ
ィ
（
Z
房
○
ξ
一
豊
①
）
『
死
と
犯
罪
』
〉
」
”
警
察
研
究
六
二

　
巻
一
号
二
九
九
一

坂
田
　
仁
（
資
料
と
　
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
矯
正
保
護
庁
の
資
料
」
”
人
間

　
科
学
一
三
巻
一
号
二
九
九
六

黒
沢
美
絵
（
紹
介
）
一
「
H
・
タ
ム
（
頃
o
凄
葺
↓
げ
蝉
ヨ
）
『
ス
ウ
ェ
ー
デ

　
ン
に
お
け
る
司
法
と
福
祉
』
」
”
日
本
犯
罪
社
会
学
会
ニ
ュ
ー
ス
六

　
二
号
二
九
九
七

坂
田
仁
（
紹
介
）
”
「
E
・
ア
ン
ネ
シ
ュ
（
卑
涛
＞
づ
冨
邑
『
人
間
性
と
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合
理
主
義
（
＝
仁
B
き
ぎ
辞
0
9
声
鼠
2
巴
陣
ω
ヨ
）
』
」

六
巻
二
号
二
九
九
八

“
人
間
科
学
一

坂
田
　
仁
一
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
犯
罪
防
止
委
員
会
報
告
書
概
観
一
覧

　
　
一
九
八
八
⊥
九
八
九
一
法
学
研
究
六
四
巻
三
号
二
九
九
一

　
　
一
九
九
〇
一
法
学
研
究
六
五
巻
七
号
二
九
九
二

　
　
一
九
九
】
”
法
学
研
究
六
六
巻
四
号
二
九
九
三

　
　
一
九
九
二
“
法
学
研
究
六
七
巻
四
号
二
九
九
四

　
　
一
九
九
三
“
法
学
研
究
六
八
巻
七
号
二
九
九
五

　
　
一
九
九
四
”
法
学
研
究
六
九
巻
二
号
二
九
九
六

　
　
一
九
九
五
u
法
学
研
究
七
〇
巻
六
号
二
九
九
七

　
　
一
九
九
六
一
法
学
研
究
七
〇
巻
一
〇
号
二
九
九
七

　
　
一
九
九
七
一
法
学
研
究
七
二
巻
三
号
二
九
九
九

上
記
の
概
観
の
中
で
取
上
げ
た
主
要
な
文
献

　
　
「
G
・
ウ
ィ
ク
ル
ン
ド
（
O
q
三
鼠
≦
産
＝
⇒
q
）
編
『
九
〇
年
代
の

　
　
　
刑
事
政
策
』
」
u
法
学
研
究
六
五
巻
七
号
二
九
九
〇

　
　
「
J
・
サ
ル
ネ
ッ
キ
（
』
段
昌
oっ
餌
ヨ
9
臨
）
『
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
に

　
　
　
お
け
る
一
二
条
保
護
の
追
跡
』
」
H
法
学
研
究
六
六
巻
四
号
”

　
　
　
一
九
九
一

　
　
「
J
・
フ
リ
ュ
ゲ
ッ
ド
（
鼠
コ
莞
コ
話
『
＆
）
『
危
機
に
お
け
る
法

　
　
　
治
国
家
』
」
”
法
学
研
究
六
七
巻
五
号
二
九
九
二

　
　
「
公
共
児
童
の
家
財
団
編
『
懲
治
場
か
ら
処
遇
ホ
ー
ム
ヘ
』
」
”
法

　
　
　
学
研
究
六
七
巻
五
号
一
一
九
九
二

「
H
・
ホ
ー
フ
ァ
ー
（
＝
き
拐
＜
●
＝
亀
震
）
『
刑
務
所
』
」
n
法
学

　
研
究
六
七
巻
五
号
二
九
九
二

「
」
・
グ
レ
ン
ヴ
ァ
ル
（
U
巽
ω
9
3
巧
毘
）
他
『
精
神
医
学
、
強

　
制
及
び
法
』
」
”
法
学
研
究
六
八
巻
七
号
二
九
九
三

「
M
・
ク
ム
リ
ー
ン
（
匡
讐
の
国
仁
B
一
凶
窪
）
『
訓
練
と
刑
罰
』
」
”
法

　
学
研
究
六
九
巻
二
号
二
九
九
四

「
P
・
O
・
ウ
ィ
ク
ス
ト
レ
ー
ム
（
℃
の
旨
9
9
＝
。
≦
美
雪
a
ヨ
）

　
編
『
犯
罪
予
防
戦
略
の
統
合
』
」
”
法
学
研
究
七
〇
巻
六
号
一

　
一
九
九
五

「
E
・
ア
ン
ネ
シ
ュ
（
田
爵
＞
⇒
莞
お
）
『
犯
罪
、
刑
罰
及
び
警

　
察
』
」
“
法
学
研
究
七
二
巻
三
号
二
九
九
九

翻
訳

［
著
書
］

佐
藤
昌
彦
（
翻
訳
と
　
「
A
・
ビ
ェ
レ
（
＞
昌
魯
8
ω
厘
震
お
）
『
殺
人
の

　
心
理
』
」
”
畝
傍
書
房
二
九
三
六

西
村
克
彦
（
翻
訳
）
”
「
0
・
チ
ン
ベ
リ
ィ
（
9
9
囚
営
富
彊
）
『
刑
事

　
学
の
根
本
問
題
』
」
”
一
九
五
六

小
沢
禧
一
（
翻
訳
）
“
「
ス
テ
ユ
ル
ッ
プ
（
0
8
茜
ω
豊
歪
℃
）
『
異
常
犯

　
罪
者
の
社
会
復
帰
』
」
U
東
京
大
学
出
版
会
二
九
七
三

小
川
太
郎
・
佐
藤
勲
平
（
翻
訳
と
「
T
・
セ
リ
ン
（
↓
ゴ
2
響
2
　
ω
甲

　
一
言
）
『
文
化
葛
藤
と
犯
罪
』
」
”
法
政
大
学
出
版
局
二
九
七
三

犯
罪
行
動
研
究
会
（
翻
訳
ご
　
「
T
・
エ
リ
ク
ソ
ン
（
↓
9
雪
窪
　
卑
欝
甲
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ω
自
）
『
犯
罪
者
処
遇
の
改
革
者
達
』
」
二
九
八
O

萩
原
金
美
（
翻
訳
と
　
「
P
・
0
・
ボ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
（
℃
R
9
9
ω
♀

　
9
眞
）
『
民
事
・
刑
事
訴
訟
事
務
と
弁
護
士
』
二
九
八
五

立
山
龍
彦
（
翻
訳
）
一
「
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
（
Z
房
O
ぼ
一
ω
幕
）
『
刑
罰
の
限

　
界
』
」
“
（
新
有
堂
）
二
九
八
七
（
共
訳
者
覚
正
豊
和
）

［
論
文
］

武
田
英
一
（
翻
訳
と
　
「
ギ
ョ
ー
ム
（
〇
三
一
一
〇
ヨ
鳴
）
『
瑞
典
国
監
獄
大
博

　
士
ア
ル
ム
キ
ス
ト
氏
小
伝
』
（
一
Y
（
三
）
」
一
大
日
本
監
獄
協
会
雑

　
誌
四
巻
五
号
、
六
号
、
七
号
二
八
九
一

訳
者
不
詳
（
翻
訳
）
“
「
N
・
シ
ェ
ル
ン
ベ
リ
ィ
（
Z
房
ω
膏
ヨ
冨
お
）

　
『
常
習
累
犯
者
に
対
す
る
対
策
』
」
”
国
際
行
刑
会
議
報
告
書
集
二

　
（
司
法
資
料
一
〇
〇
号
）
二
九
〇
七

訳
者
不
詳
（
翻
訳
）
H
「
1
・
C
・
W
・
チ
ュ
レ
ン
（
一
6
●
≦
、
↓
ξ
鳳
昌
）

　
『
累
犯
者
に
対
す
る
特
別
拘
禁
』
」
”
国
際
行
刑
会
議
報
告
書
集
二

　
（
司
法
資
料
一
〇
〇
号
）
二
九
〇
七

訳
者
不
詳
（
翻
訳
）
”
「
A
・
オ
ム
ス
テ
ッ
ド
（
＞
ヨ
①
○
日
ω
鼠
α
）
『
仮

　
出
獄
者
等
に
対
す
る
国
、
団
体
、
個
人
に
よ
る
監
督
』
」
”
国
際
行

　
刑
会
議
報
告
書
集
六
（
司
法
資
料
一
五
七
号
）
二
九
一
〇

訳
者
不
詳
（
翻
訳
と
「
H
・
ヨ
ル
ゲ
ン
セ
ン
（
＝
p。

ざ
昌
ま
お
Φ
霧
窪
）

　
『
国
際
的
犯
罪
者
へ
の
対
策
』
」
一
国
際
行
刑
会
議
報
告
書
集
六
（
司

　
法
資
料
一
五
七
号
）
”
一
九
一
〇

訳
者
不
詳
（
翻
訳
と
「
H
・
エ
ヴ
ェ
ン
ソ
ン
（
＝
m
二
ω
国
く
窪
霧
9
）

　
『
危
険
な
異
常
犯
罪
者
に
対
す
る
処
分
』
」
”
国
際
行
刑
会
議
報
告
書

　
集
7
（
司
法
資
料
一
五
八
号
）
二
九
一
〇

木
村
亀
二
（
翻
訳
）
”
「
テ
ィ
ー
・
セ
リ
ー
ン
（
↓
ぎ
毎
8
β
ω
窪
ぎ
）

　
『
欧
州
に
於
け
る
最
近
の
行
刑
思
想
』
」
一
法
学
志
林
三
二
巻
一
一
号

　
二
九
三
〇

訳
者
不
詳
（
翻
訳
ご
　
「
K
・
ト
ル
プ
（
囚
巽
一
↓
○
壱
）
『
デ
ン
マ
ー
ク
に

　
お
け
る
死
刑
廃
止
』
」
一
刑
政
四
四
巻
五
号
二
九
三
一

訳
者
不
詳
（
翻
訳
と
「
S
・
M
・
フ
ラ
イ
（
ω
●
客
扇
昌
”
）
『
オ
ラ
ン
ダ

　
及
び
ス
カ
ン
ヂ
ナ
ヴ
ィ
ア
に
お
け
る
死
刑
廃
止
』
」
H
刑
政
四
四
巻

　
五
号
”
一
九
一
一
二

訳
者
不
詳
（
翻
訳
ご
「
V
・
ア
ル
ム
キ
ス
ト
（
≦
ζ
9
と
ヨ
ρ
＜
醇
）

　
『
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
死
刑
廃
止
』
」
”
刑
政
四
四
巻
五
号
二

　
九
三
一

訳
者
不
詳
（
翻
訳
と
　
「
F
・
ウ
ォ
ッ
ク
ス
ン
（
「
≦
o
図
9
）
『
ノ
ル
ウ

　
ェ
ー
に
お
け
る
死
刑
廃
止
』
」
”
刑
政
四
四
巻
五
号
二
九
三
一

中
尾
文
策
（
翻
訳
ご
「
ゴ
ル
（
＞
g
讐
ω
9
の
o
も
『
デ
ン
マ
ル
ク
の
現

　
行
行
刑
制
度
』
」
髄
司
法
省
（
司
法
資
料
二
六
九
号
）
二
九
四
〇

中
尾
文
策
（
翻
訳
と
　
「
ア
ル
ヴ
ェ
ロ
（
ζ
●
＞
、
知
＞
署
色
o
）
『
フ
イ
ン
ラ

　
ン
ド
の
現
行
行
刑
制
度
』
」
”
司
法
省
（
司
法
資
料
二
六
九
号
）
二

　
九
四
〇

中
尾
文
策
（
翻
訳
ご
「
マ
ス
レ
リ
ー
ツ
（
O
仁
ω
臼
脇
ζ
。
竃
霧
お
浮
N
）

　
『
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
現
行
行
刑
制
度
』
」
“
司
法
省
（
司
法
資
料
二
六

　
九
号
と
一
九
四
〇

中
尾
文
策
（
翻
訳
と
　
「
ニ
ッ
セ
ン
（
鵠
貰
薯
蒔
ヨ
誘
讐
）
『
ノ
ル
ウ
ェ
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イ
の
現
行
行
刑
制
度
』
」
H
司
法
省
（
司
法
資
料
二
六
九
号
ご
一
九

　
四
〇

訳
者
不
詳
（
翻
訳
）
”
「
T
・
セ
リ
ン
（
↓
ぎ
屋
辞
窪
ω
色
ぎ
）
『
ス
エ
ー

　
デ
ン
の
少
年
裁
判
所
の
代
用
物
』
」
”
少
年
の
非
行
（
後
編
）
、
最
高

　
裁
判
所
（
家
庭
裁
判
資
料
九
号
）
二
九
五
〇

佐
藤
　
翻
（
翻
訳
）
H
「
T
・
セ
リ
ン
『
プ
ロ
ベ
イ
シ
ョ
ン
と
こ
れ
と
関

　
係
の
あ
る
諸
制
度
（
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
）
』
」
”
法
務
省
（
保
護
資
料
七

　
号
と
一
九
五
五

佐
藤
　
諮
（
翻
訳
と
「
刑
事
学
協
会
『
プ
ロ
ベ
イ
シ
ョ
ン
と
こ
れ
と
関

　
係
の
あ
る
諸
制
度
（
ノ
ル
ウ
ェ
イ
）
」
』
」
”
法
務
省
（
保
護
資
料
七
号
）

　
二
九
五
五

樋
口
幸
吉
（
翻
訳
）
”
「
G
・
リ
ラ
ン
ダ
ー
（
O
α
ω
雷
閑
二
き
α
霞
）
『
ス

　
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
一
五
年
間
の
殺
人
者
』
」
”
犯
罪
学
雑
誌
ニ

　
ニ
巻
六
号
“
一
九
五
六

広
瀬
徹
也
（
翻
訳
ご
　
「
矯
正
保
護
庁
『
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
刑
務
所
改
革
』
」

　
”
犯
罪
学
雑
誌
二
八
巻
五
門
六
号
”
一
九
六
二

佐
藤
　
諮
（
翻
訳
ご
　
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
保
護
法
草
案
」
”
法
務
省
（
刑

　
事
基
本
法
改
正
資
料
三
号
と
一
九
六
三

柳
本
正
春
（
翻
訳
）
”
「
D
・
ワ
ー
ド
（
U
卜
。
≦
餌
＆
）
『
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

　
お
よ
び
デ
ン
マ
ー
ク
に
お
け
る
行
刑
改
革
と
収
容
者
の
権
利
』
」
・

　
犯
罪
と
非
行
二
〇
号
”
一
九
七
四

宮
沢
浩
一
（
翻
訳
と
　
「
G
・
シ
ム
ソ
ン
（
O
R
『
巽
α
盟
ヨ
ω
o
コ
）
『
ス
ウ

　
ェ
ー
デ
ン
の
刑
罰
観
と
犯
罪
者
処
遇
』
」
H
刑
事
法
学
の
諸
問
題
”

　
一
九
七
八

宮
沢
浩
文
翻
訳
と
　
「
G
・
シ
ム
ソ
ン
（
O
①
甚
貰
血
oD
一
ヨ
o
D
o
昌
）
『
ス
ウ

　
ェ
ー
デ
ン
刑
法
改
正
の
特
徴
』
」
”
法
務
資
料
四
〇
六
号
（
法
務
省
）

　
“
一
九
七
八

宮
沢
浩
一
（
翻
訳
と
　
「
G
・
シ
ム
ソ
ン
（
O
o
葺
費
α
ω
巨
の
8
）
『
ス
ゥ

　
ェ
ー
デ
ン
刑
法
典
』
」
”
法
学
研
究
四
九
巻
六
号
H
一
九
七
六

藤
本
哲
也
（
翻
訳
と
「
J
・
ア
ン
デ
ネ
ー
ス
（
』
o
び
餌
昌
昌
窃

　
＞
且
9
％
ω
）
『
一
般
予
防
再
考
ー
研
究
と
政
策
的
意
義
』
」
一
犯

　
罪
と
非
行
三
七
号
、
三
八
号
二
九
七
八

坂
田
　
仁
（
翻
訳
と
「
T
・
エ
リ
ク
ソ
ン
（
↓
○
お
冨
コ
　
国
ユ
厨
ω
o
コ
）

　
『
日
本
人
は
な
ぜ
法
律
を
よ
く
守
る
の
か
』
」
一
罪
と
罰
一
五
巻
四
号

　
H
一
九
七
八

坂
田
　
仁
（
翻
訳
ご
　
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
現
行
制
裁
体
系
の
成
立
と
そ
の

　
評
価
」
法
学
研
究
五
二
巻
一
二
号
”
一
九
七
九

杉
原
鎮
雄
（
翻
訳
と
　
「
犯
罪
防
止
委
員
会
（
ω
勾
＞
）
『
新
し
い
刑
罰
制

　
度
』
」
一
ス
エ
ー
デ
ン
更
生
保
護
関
係
法
令
集
（
青
少
年
更
生
福
祉
セ

　
ン
タ
ー
と
一
九
八
O

前
野
育
三
（
翻
訳
と
　
「
キ
ュ
ー
ル
ホ
ル
ン
（
国
o
ご
昌
国
岳
ぎ
毎
）
『
ス

　
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
自
由
刑
と
刑
事
司
法
制
度
』
」
”
法
と
政
治
三
五
巻

　
三
号
二
九
八
四

諸
沢
英
道
・
渡
辺
道
雄
（
翻
訳
と
「
K
・
ス
ベ
リ
（
国
ロ
5
ω
話
こ

　
『
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
少
年
非
行
の
報
道
に
つ
い
て
』
”
法
学

　
セ
ミ
ナ
ー
特
集
「
人
権
と
犯
罪
報
道
」
”
一
九
八
六
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鈴
木
和
枝
（
翻
訳
）
一
「
」
・
ヴ
ェ
ー
ブ
ル
（
ピ
雲
墨
旨
く
菩
ざ
（
り
）
）

　
『
な
ぜ
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
人
は
、
日
本
人
よ
り
好
奇
心
が
少
な
い
か
』
」

　
“
法
学
セ
ミ
ナ
ー
特
集
「
人
権
と
犯
罪
報
道
」
二
九
八
六

訳
者
不
詳
（
翻
訳
と
　
「
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
法
務
省
『
あ
な
た
が
逮
捕
、
勾

　
留
さ
れ
た
ら
』
“
法
学
セ
ミ
ナ
ー
増
刊
特
集
シ
リ
ー
ズ
三
九
号
二

　
九
八
八

山
田
健
太
（
翻
訳
と
　
「
ト
シ
ュ
テ
ン
・
カ
ー
シ
ュ
（
↓
ぎ
お
け
窪
O
貰
ω
）

　
『
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
報
道
の
自
由
と
プ
レ
ス
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
』
」
U
法

　
学
セ
ミ
ナ
ー
総
合
特
集
シ
リ
ー
ズ
三
九
号
二
九
八
八

潮
見
憲
三
郎
（
翻
訳
）
”
「
ト
シ
ュ
テ
ン
・
カ
ー
シ
ュ
（
↓
ぎ
お
け
窪

　
O
震
ω
）
『
日
本
の
プ
レ
ス
と
そ
の
責
任
』
」
“
法
学
セ
ミ
ナ
ー
総
合

　
特
集
シ
リ
ー
ズ
三
九
号
二
九
八
八

坂
田
仁
（
翻
訳
と
「
現
行
刑
法
を
改
正
す
べ
き
理
由
（
ス
ウ
ェ
ー
デ

　
ン
）
」
　
”
法
学
研
究
六
二
巻
二
号
二
九
八
九

坂
田
　
仁
（
翻
訳
と
「
N
・
ク
リ
ス
テ
ィ
（
Z
房
O
ぼ
一
豊
①
）
『
犯
罪
学

　
の
失
望
（
原
題
喝
鎚
9
ω
固
窪
α
震
）
』
」
“
q
O
O
U
Z
o
≦
ω
五
一
号
、

　
五
二
号
”
一
九
九
〇

萩
原
金
美
（
翻
訳
と
「
ハ
ン
ヌ
・
タ
パ
ミ
・
ク
ラ
ミ
（
＝
帥
P
需

　
↓
巷
餌
巳
一
国
冨
日
凶
）
『
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
証
拠
法
の
発
展
と
現
況
』
」

　
一
神
奈
川
法
学
三
〇
巻
二
号
”
一
九
九
五

朴
元
奎
（
翻
訳
）
“
「
T
・
エ
ク
ボ
ン
（
↓
ぎ
ヨ
霧
国
寄
o
ヨ
）
『
ス
ウ

　
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
犯
罪
と
矯
正
制
度
の
現
況
』
」
“
犯
罪
と
非
行

　
一
〇
六
号
”
一
九
九
五

訳
者
不
詳
（
翻
訳
ご
　
「
ト
シ
ュ
テ
ン
・
カ
ー
シ
ュ
（
日
ゴ
o
冴
8
コ
O
胃
ω
）

　
『
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
参
審
制
度
に
つ
い
て
』
」
”
自
由
と
正
義
四
六
巻

　
一
一
号
二
九
九
五

訳
者
不
詳
（
翻
訳
と
「
K
・
ヤ
ン
ソ
ン
（
お
2
鼠
房
の
9
）
（
講
演
）

　
『
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
非
行
少
年
の
施
設
内
処
遇
』
」
“
刑
政
一

　
〇
六
巻
一
一
号
一
一
九
九
五

染
田
　
恵
（
翻
訳
と
「
K
・
ニ
ル
ソ
ン
（
囚
R
ω
一
冒
Z
房
ω
8
）
『
ス
ウ

　
ェ
ー
デ
ン
の
更
生
保
護
制
度
』
」
”
犯
罪
と
非
行
一
〇
九
号
二
九

　
九
六

朴
元
奎
（
翻
訳
と
「
J
・
ク
ヌ
ッ
ト
ソ
ン
（
と
，
き
冨
の
国
コ
9
甲

　
ω
9
）
『
ス
カ
ン
ジ
ナ
ビ
ア
諸
国
に
お
け
る
状
況
的
犯
罪
予
防
の
経

　
験
』
」
”
犯
罪
と
非
行
一
一
一
号
”
一
九
九
七

萩
野
京
子
（
翻
訳
と
「
G
・
エ
ン
グ
ス
ト
レ
ー
ム
（
ρ
国
⇒
甥
＃
α
日
）

　
『
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
け
る
矯
正
行
刑
と
情
報
公
開
』
」
一
犯
罪
と
非

　
行
一
一
七
号
二
九
九
八

竹
村
典
良
（
翻
訳
）
”
「
U
・
ボ
ン
デ
ソ
ン
（
d
一
富
ω
o
⇒
留
ω
9
）
『
矯

　
正
の
世
界
的
動
向
』
」
”
比
較
法
雑
誌
三
三
巻
二
号
二
九
九
九

竹
村
典
良
（
翻
訳
）
一
「
U
・
ボ
ン
デ
ソ
ン
（
⊆
寅
ω
9
留
ω
9
）
『
消

　
極
的
個
別
予
防
の
重
要
性
』
」
“
比
較
法
雑
誌
三
三
巻
二
号
”
一
九

　
九
九
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　　　　付録4　国連アジア極東犯罪防止研修所に招待された北欧の専門家

氏名 国籍 主題 年度

St廿rup，Georg Denmark 記録なし 1963

Hye－Knudsen，Axel Denmark 記録なし 1963

Aude，Car1 Denmark 記録なし 1964

Amilon，Clas Sweden 記録なし 1964

Eriksson，Torsten Sweden 記録なし 1964

Worm，AnthonyAage Denmark 記録なし 1965

Ingstrup，Ole Denmark 記録なし 1972

Christiansen，Karl－Otto Denmark 記録なし 1973

Ande眠s，Johannes Norway 記録なし 1978

Sveri，Knut Sweden 記録なし 1980

Rostad，Helge Norway 記録なし 1986

Joutsen，Matti Finland ヨーロッパにおける銃規制の現状 1986

Bondeson，UllaViveka Denmark 記録なし 1991

Svensson，Bo Sweden
スウェーデンにおける刑事政策における民主主義

及び自由刑の代替処分
1992

Ekbom，Thomas Sweden スウェーテンにおける犯罪と矯正の現状 1995

Bergman，Lars Sweden スウェーデンの矯正保護 1996

Laine，Matti Finland 刑務所における矯正処遇 1998
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